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 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）広報委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 １．学生の受け入れ 

評価の視点 ① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

 

基本目標 

1． 本学のアドミッション・ポリシーを受験生に周知する方法を強化する。 

2021 年度の達成目標 

1.アドミッション・ポリシーを受験生に周知するための広報活動を実施する  

１）オープンキャンパスにおいて、アドミッション・ポリシーを説明する 

２）大学案内(2022 年度版）にアドミッション・ポリシーを掲載する 

３）大学ホームページにアドミッション・ポリシーを掲載する 

2.アドミッション・ポリシーの周知の状況について調査する 

１）オープンキャンパス来場者に対して、本学のアドミッション・ポリシーの認知について調査する 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1.アドミッション・ポリシーを受験生に周知するための広報活動を実施する  

１）オープンキャンパスにおいて、アドミッション・ポリシーを説明する 

 昨年度 1 回のみ開催されたオープンキャンパスを、連年通り 4 回開催し、その各回の始めの学校

説明の中で、アドミッション・ポリシーについて説明するよう依頼を行い、実施する。 

２）大学案内にアドミッション・ポリシーを掲載する 

 2022 年大学案内において入試情報に 1 ページ割いているが、そのページの約 7 分の 1 のスペー

スをアドミッション・ポリシーの掲載に使用している。今年度検討する 2023 年大学案内においても同

等の掲載範囲を確保し、周知の一助とする。 

  2022 年大学案内において助産師課程の紹介に 1 ページ割いているが、そのページの約 7 分の

1 のスペースを助産師課程のアドミッション・ポリシーの掲載に使用している。今年度検討する 2023

年大学案内においても同等の掲載範囲を確保し、周知の一助とする。 

３）大学ホームページにアドミッション・ポリシーを掲載する 

 本学ホームページにおいて、本学の 3 つのポリシーを掲載しているページがあり、そこにアドミッシ

ョン・ポリシーについても掲載されている。今年度も変更せず継続的に掲載する。 

 本学ホームページにおいて、資格取得サポートについて掲載しているページの中に助産師課程に

ついて説明している内容があり、そこに助産師課程のアドミッション・ポリシーについても掲載されて

いる。今年度も変更せず継続的に掲載する。 

 本学ホームページにおいて、入試情報について紹介しているページがあり、そこに本学のアドミッ

ション・ポリシーと助産師課程のアドミッション・ポリシーが掲載されている本学募集要項を継続的に

掲載する。本学アドミッション・ポリシーのみが掲載されている入試ガイドも継続的に掲載する。 

１）オープンキャンパス来場者に対して、本学のアドミッション・ポリシーの認知について調査する 

 オープンキャンパス来場者に対するアンケート調査において、本学のアドミッション・ポリシーにつ

いてどこで認知したのか調査を行う。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1.アドミッション・ポリシーを受験生に周知するための広報活動を実施する  

１）オープンキャンパスにおいて、アドミッション・ポリシーを説明する 

 本年度はオープンキャンパスを学生との対面で 7 月 25 日、8 月 7 日の 2 回開催し、その際、来校

できない学生の参加を促すためにオンラインのみでの参加も並行して実施した。8 月 29 日と 9 月 18

日も対面での実施を計画していたが、COVID-19 の影響により実施できなくなった。そのため、オン

ラインでのみの開催とした（資料 4）。その対面及びオンラインの全ての開催において、冒頭の学校

説明でのアドミッション・ポリシーについて説明が実施された（資料 2）。 

２）大学案内にアドミッション・ポリシーを掲載する 

 2022 年大学案内において入試情報に 1 ページ割いているが、そのページの約 7 分の 1 のスペー
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スをアドミッション・ポリシーの掲載に使用している（資料 3）。今年度検討する 2023 年大学案内にお

いても同等の掲載範囲を確保し、周知の一助とする。 

  2022 年大学案内において助産師課程の紹介に 1 ページ割いているが、そのページの約 7 分の

1 のスペースを助産師課程のアドミッション・ポリシーの掲載に使用している（資料 5）。今年度検討す

る 2023 年大学案内においても同等の掲載範囲を確保し、周知の一助とする。 

３）大学ホームページにアドミッション・ポリシーを掲載する 

 本学ホームページにおいて、本学の 3 つのポリシーを掲載しているページがあり、そこにアドミッシ

ョ ン ・ ポ リ シ ー に つ い て も 掲 載 さ れ て い る 。 今 年 度 も 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html）に掲載されている（資料 6）。継続的に掲載されて

いることが確認された。 

 本学ホームページにおいて、資格取得サポートについて掲載しているページの中に助産師課程に

ついて説明している内容があり、そこに助産師課程のアドミッション・ポリシーについても掲載されて

いる。今年度も本学ホームページ（https://www.ikc.ac.jp/support/qualification.html）に掲載されて

いる（資料 7）。継続的に掲載されていることが確認された。 

 本学ホームページにおいて、入試情報について紹介しているページがあり、そこに本学のアドミッ

ション・ポリシーと助産師課程のアドミッション・ポリシーが掲載されている本学募集要項に掲載する。

今 年 度 も 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ か ら の PDF フ ァ イ ル へ の リ ン ク

（https://www.ikc.ac.jp/admission/pdf/2022_bosyu.pdf）が貼られ、募集要項ファイルが掲載されて

いる。継続的に掲載されていることが確認された（資料 8）。 

 本学アドミッション・ポリシーのみが掲載されている入試ガイドも継続的に掲載する。今年度も本学

ホームページからの PDF ファイルへのリンク（ https://www.ikc.ac.jp/admission/pdf/exam-

guide2022.pdf）が貼られ、入試ガイドファイルが掲載されている。継続的に掲載されていることが確認

された（資料 9）。 

１）オープンキャンパス来場者に対して、本学のアドミッション・ポリシーの認知について調査する 

 オープンキャンパス参加者に対するアンケート調査を行い、本学のアドミッション・ポリシーについて

どこで認知したのか調べた（資料 1）。「本学のアドミッション・ポリシーをどこで知りましたか？」との質

問に「大学ホームページ」との回答が 91件（56.9％）、「大学パンフレット」との回答が 75件（46.9％）、

「本日のオープンキャンパス」との回答が 52 件（32.5％）、「まだ知らない」との回答が 5 件（3.1％）で

あった。本学オープンキャンパス終了後に本学のアドミッション・ポリシーを知らない参加者はほとん

どいないことがわかった。オープンキャンパスにおけるアドミッション・ポリシーの周知は十分であると

思われる。ホームページと大学案内で本学アドミッション・ポリシーについて知った参加者は 50％前

後で、本学に興味を持っている学生が本学のアドミッション・ポリシーを目にして、認知していると考え

られる。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

 広報活動における本年度のアドミッション・ポリシーの周知方法において評価を行ったが、現状取

れる手段において十分に広報をおこなっていると思われる。オープンキャンパスでは、最初の大学の

説明の中でアドミッション・ポリシーについての内容を含んでおり、参加者のうち、本学のアドミッショ

ン・ポリシーを知らない学生への広報が行われていた。大学案内(2022 年度版）には、昨年度と同じ

大きさでアドミッション・ポリシーを掲載することを目標としている。入学生を確保するための広報物と

しての大学案内では、これ以上の紙面を割くのは他の広報内容を削る必要があるため、難しいと思

われる。大学ホームページにもアドミッション・ポリシーが掲載されていた。オープンキャンパス参加者

へのアンケートから、本学に興味を持っている学生の半数以上が本学ホームページによって本学ア

ドミッション・ポリシーについて認知していた。アドミッション・ポリシーの広報として十分な結果だと思

われる。これ以上の広報を考えると、ホームページのトップに掲載する、入試に関連しないページに

も掲載することなどが考えられるが、これも他の広報内容の認知を妨げる可能性があり、アドミッショ

ン・ポリシーの周知にそこまでの必要性は感じない。 

 本学のアドミッション・ポリシーの周知は十分に行われており、これ以上の強化は他の広報内容を

圧迫すると思われるので、必要ないと思われる。 
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２０２１年度  （部署名）入試委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 １．学生の受け入れ 

評価の視点 ② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

 

基本目標 

２． アドミッション・ポリシーに沿った選抜方針や入学定員を明確にし、入学者を受け入れる。 

2021 年度の達成目標 

１．一般選抜、学校推薦型選抜においては、引き続き、アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜

を行う。 

１）受験生の利便性を配慮して、インターネット出願を継続する。 

２）大学共通テストの導入に伴い、一般選抜に加えて、大学共通テストを利用した選抜を継続する。 

３）推薦入試の受験者増を目指した対応策を継続する。 

２．試験問題の業者チェック体制を取り入れ、公開を継続する。 

３．指定校との懇談会参加者、および近隣高校との懇談会参加者を増やし、優秀な学生の推薦・応

募を要望・要請する。 

４．入学前教育の充実・強化をするために、進研アドの委託しその成果をみる。 

５．各選抜方法によるこれまでの入学者の学修成果を踏まえて、入試選抜方法について検討する。 

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１-1) 受験者の利便性、事務作業の効率化を配慮し、インターネット出願を継続した。 

１-2) 入試選抜方法は、一般選抜に加えて、大学共通テストを利用した選抜を継続実施した。 

１-3) 推薦入試についても、「学校推薦型選抜」での内申点基準はなくして、前年同様に実施した。 

２．入試問題の質確保のため、出題予定問題の専門業者への事前チェック体制を継続した。情報公

開として、過去の入試問題の公表も継続した。 

３．指定校との懇談会を実施し、卒業生の実績（国試合格率や就職先病院など）を紹介した。近隣高

校との懇談会は、コロナ禍の影響で中止した。 

４． 入学前教育の進研アドの委託内容（入学前教育の内容）について検討し、論理的思考のプログ

ラムを入れることを確認した。 

５．3 年次編入学選抜は、希望者がほぼゼロであることから、今後学内手続きを経て中止することにし

た。 

６．入試選抜別の入学者について、入学後の学修成績のデータも整理して、指定校の適否、各入試

選抜方法の改善に生かすことにした。検討の結果、指定校推薦の合格判定を学校推薦とは別枠で

実施することにした。 

 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１‐1～3) 前年と同様に継続実施し、運用において大きな問題はなく、効果的であった。 

２．入試問題の専門業者への事前チェック、過去の入試問題の公表を継続し、効果的であった。 

３．昨年はコロナ感染症の影響で実施できなかった指定校との懇談会を実施し、初めての卒業生の

実績（国試合格率や就職先病院など）などを紹介し、有意義な情報交換が行えた。 

４．入学前教育の進研アドへの委託内容（入学前教育の内容）について検討し、「生物」のかわりに

「論理的思考」のプログラムを入れることを確認した。 

５．3 年次編入学選抜は、希望者がほぼゼロであることから、中止の手続きをとることにした。 

６．推薦選抜の合格判定を指定校推薦と学校推薦とを別枠で実施することで、より合理的な選抜が

可能になった。 
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次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１．入試選抜の方法は、インターネット出願、選抜方法、入試問題の専門業者への事前チェックなど

は、有効に経過しており、来年度以降も同様に継続する。 

２．3 年次編入学選抜は、中止の手続きをとる。 

３．指定校および近隣高校との懇談会は、受験生の増加を目指すためにも、実施を企画する。 

４．入試選抜別の入学者について、入学後の学修成績のデータも整理して、指定校の適否、各入試

選抜方法の改善に生かす。IR 委員会メンバーとの連携を強める。 

 

 

 

 

 



U２０２１年度U （部署名）入試委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 １．学生の受け入れ 

評価の視点 ③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

基本目標 

３． 受験生や入学者に関する情報を分析し、志願者確保のための方策を提示する。 

2021年度の達成目標 

１．入学定員に沿った適切な受け入れ数を目指す。 

 

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１．入試選抜での合格者発表数を、より適した学生の確保の点も合わせて、これまでの入学者数の

実績をみて検討し、推薦型選抜での合格者数を制限し、一般選抜での合格数を増やす方向にした。 

１） 推薦型入試Ⅰ期・Ⅱ期の受験者数は、指定校推薦は大きな変化がなかったが（20名が18名）、

学校推薦が増加して、昨年より20名増えた（84名が104名）（資料１ 入試志願者の状況）。合格者数

は、指定校推薦は別枠で判定して、学校推薦は適切な合格基準をもとに判定することで、昨年より

制限した。 

２）一般選抜については、現在進行中である。 

２．受験者増を目指す方策を考える参考として、リクルート担当者の本学の分析結果について意見

交換する機会を設けた。本学の特色として、設立から50年の看護教育の歴史を有すること、臨地実

習病院（大雄会病院）との密接な関係を有すること、そして岐阜県地域からの受験生確保が考えら

れること、が示された。 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１-１） 推薦型選抜については、前年度より志願者は増加し、合格判定の方法を工夫したことにより、

質の確保の点で改善されたと考えられる。 

２）一般選抜については、現在進行中である。 

 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１．入試合格者のなかで入学辞退者も存在し、最終的入学者数の推測は不確定要素が存在する。

そのため、入試選抜方法別における受験合格者数および最終入学者数のデータを経年的に整理

し、入試判定の目安（入学辞退率の考慮など）として活用していくことは有用である。 

２．県内に看護大学の新設（金城学院大学、定員100名）があり、その影響が一般選抜の志願者数

に及んでいると推測される。志願者数の増加を目指し、広報（オープンキャンパスの充実、指定校・

近隣高校との懇談会など）の拡充に努める。また、志願者の地域分布を分析し、岐阜県地域などで

の広報活動を強化していく。 

 

 

 



 一宮研伸大学 

２０２１年度 （部署名）学生委員会  自己点検・評価報告書 

JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ２．学修支援 

評価の視点 ① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

② TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

基本目標 

１． 学修支援に関する計画を立案し、教職員協働の基に実施する。 

２． 保護者と大学との連携体制を強化し、支援を相互理解・協働により充実する。 

2021年度の達成目標 

1.学生委員会と教学課、総務課の教職員との連携を強化し、学生の学修支援を整える。 

2.コロナ禍において、保護者向けガイダンスに保護者が容易に参加できるように IT 環境を駆使し、学修

支援体制を整える。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１大学生活アンケート(7 月実施)、及び、学務課窓口の開放により学生からの意見を直接聞き、学生の

学修環境等の要望を集約した。学修環境の設備(学生ロッカー、昼食場所等)の改善要望を教職員会

議で発信し、改善の働きかけを行った。また、駐輪場の使用や公共交通機関利用時の注意事項等、

学生の改善すべき点においては、学生ポータルサイトを利用し、自身の問題として捉えて考えるよう

促した。 

2.コロナ禍において、大学内での密の参加を避けるために、オンラインによる保護者向けガイダンスを

令和 3年 6月 19日（土）に開催した。平時のように大学内で対面授業を受けることが困難な状況の中

で、オンラインと分散型出校による対面授業など本学としての取り組みを説明し、授業・実習・学生生

活支援に関する説明と質疑に対応した。また、国家試験対策やキャリア支援については、外部講師

による講座を開催し、学修支援に関する情報提供を行った。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1.大学生活アンケートでは、学修環境の設備((学生ロッカーが狭い、昼食場所が少ない等)に関する意

見を集約した(資料 1)。コロナ禍の中で、学生が分散して食事がとれるように、会議室等の利用を増や

し、掲示やメール等で学生に周知を行った。本学のハード面の限界もあるため、学生の要望に関して

優先順位を定めて改善に取り組む必要がある。また、学修環境について、限られた資源の中での工夫

やアイディアを出し合う学生参加の機会も必要ではないかと考える 

2.保護者向けガイダンスについて、コロナ禍の影響もあり始めてオンラインでのガイダンスを実施した。1

年～4年の保護(n=362名に対して、参加者は 75名であった。学年別では、1年生 36名、2～４年生は

それぞれ 14 名の参加であった。ガイダンスの内容に対して「大学の方針や学習状況がよくわかった、

国家試験対策の状況が理解できた」と保護者からの意見であった。また、遠方の保護者はオンライン

が非常に良いという意見であった。以上の結果から、ガイダンスの内容とオンライン開始の手応えを得

られた(資料２)。さらに多くの保護者に参加いただくように情報発信の対策を講じる必要がある。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1-1)大学生活アンケートから抽出された学生の要望は、学生の学修に効果をもたらす改善点を優先順

位に考えて、学生委員会で十分な検討を行い、教学課、総務課等の関係部署との協議を行う。 
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1-2)アンケート結果から学生と共有すべき点や学修環境について、クラス委員を通して学生間で話し合

う期間も設ける。 

2-1)次年度の保護者向けガイダンスは、開催方法は、今年度の意見を踏まえて、保護者がより参加し

やすい方法として、ハイブリッド形式を前向きに検討する。 
2-2)保護者懇談会の情報発信について、個別郵便、HP 掲載に加えて、SNS での発信(本学 LINE)を検

討する。 
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２０２１年度  （部署名）学務課学生係  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ２．学修支援 

評価の視点 ① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

② TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

基本目標 

１.学修支援に関する計画を立案し、教職員協働の基に実施する。 

2.保護者と大学との連携体制を強化し、支援を相互理解・協働により充実する。 

2021 年度の達成目標 

１）保護者向けガイダンスや IT 環境（メール、ポータル、Edmodo 等）などを通じ、学生及び保護者へ

学修支援体制の整備状況を伝える。 

２）アドバイザーと保護者の個別相談について周知をするとともに、成績低迷者に対しては、保護者

来校のうえ、直接面談できるように依頼する。 

3）本年度予算の関係で実現できなかった、学生と保護者が 、履修状況や成績などを共有できる方

法（保護者用個別ポータルサイトなど）の段階的計画を作成する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１） 令和３年６月１９日（土）午後１時からの保護者向けガイダンスについて、今年度は、Web 開催で

実施したため、事前に参加の有無を確認の上、Zoom の URL をメールで送付した。 

なお、当日は、１年 36 名、２年 13 名、３年 14 名、４年 13 名の事前予約に対して 75 名の参加が

あり、学修関連事項、学生生活関連事項等の取り組みを説明し、質疑に対応した。 

また、国家試験対策やキャリア支援については、外部講師による講座を開催し、情報提供を行っ

た。 

２）コロナウイルス感染症対策委員会の指示を受け、昨年度に引き続き、「健康チェック」を学生に配

信し、方向を行わない学生に対しては、アドバイザー教員とともに日々の健康状態を把握に努め

た。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１）保護者向けガイダンスを実施したことで、現在の学習関連事項、学生生活関連事項の共有をする

ことができた。しかし、コロナ禍であったため、参加人数が少なかったことから録画し、より多くの保

護者へ共有が必要である。 

２）健康チェックの提出率が低く、全体の確認が取れていない。 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１）保護者向けガイダンスを Zoom によるオンライン配信をするとともに、録画し、当日参加できなかっ

た保護者にも共有できるようにする。 

なお、保護者と学生に対して、成績を来年度導入予定の教務システムを使用し、履修状況及び成

績の共有をポータルサイトで実施し、保護者及び学生に周知の徹底を行う。 

また、学納金振込用紙発送が電子化した際に、成績表配布も電子化できるように準備を進める。 

おって、学生カルテの導入に伴い、アドバイザーと学生との面談に活用し情報共有の円滑化を図

る。 

２）健康チェックについて、現在の Google フォームでは提出率が悪いため、新教務システムのアンケ

ートフォームを利用することで、システムを１本化し、提出率を高める。 
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２０２１年度 （部署名）実習委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ２．学修支援 

評価の視点 ①教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

② TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

基本目標 

１．教務委員会、実習委員会、学生委員会、学務課を中心に、学修支援に関する計画を立案し、教

職員協働の基に実施する。 

２．臨地実習施設（以下、実習施設と略す）、大学と保護者との連携体制を強化し、学生の学修支援

について相互理解し、各々の協働により充実させる。 

2021 年度の達成目標 

1. 大学と実習施設との連携・協働の基に、実習科目における学習支援体制（実習環境を含む）を

整える。 

1） 大学と実習施設で、実習指導方針について共有し、指導体制を整える。 

2） 教員間で、実習施設の実習状況を共有し、実習に関する環境を整える。特に、感染状況に関連

して、代替方法による実習を行う場合は、実習施設（実習指導者を含む）と連携し、学生の対象

理解を補う指導方法を強化する。 

3） 教員間で、履修学生の学修状況（指導を要する学生を含む）を情報交換し、学修支援方法を検

討する。 

4） ２）で共有した履修学生の学修状況を基にして、教員間で学修支援を継続的に行う。 

5） 学務課を含む大学の関連部署と連携し、実習科目に関する諸手続きの効率化を図り、実習環

境を整える。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

1） ①複数領域が実習する実習施設（社会医療法人大雄会：以下「大雄会」と略す、一宮市立木曽

川市民病院）において、実習委員会が主導して会議を開催した。その際に、本学の実習指導方

針（②の感染対策に基づく実習方法を含む）を伝えて共有して実習できた。 

また、実習環境の整備について、委員会だけでなく、まず多くの領域が実習する大雄会に、大

学として申し入れした。その結果、学生への実習環境整備として、カンファレンスや記録等の場

所の確保について、一部、病棟で環境整備がされた。そして、これまで実施していた管理棟の学

習室の清掃や手洗い用物品の持ち込みも不要となった。さらに、教員控室の整備がされて、教

員間の情報共有や実習必要物品（血圧計、体温計、パルスオキシメーター、関連領域の文献、

各領域の実習記録用紙の予備など）の整備が進んだ。＜＊別紙資料１＞ 

②今年度も COVID-19 に伴う感染対策に基づく実習方法を、領域毎に計画し、実習委員会で

の共有後に、大学防災委員会（感染対策を含む）での承認を得た。 

③本学の全ての実習施設を対象とした「実習連絡調整協議会」を、今年度も年度末に開催予定

である。その際に、今年度の実習を振り返り、次年度以降の実習に生かす。また昨年と同様に、

実習に関する最新情報を共有予定である。（＊今年度の会議開催は 3 月 17 日㈫予定の為、開

催後に、資料を含めて追記します。） 

④今年度も各領域で、実習指導者と教員は、実習前は実習計画に関する会議、実習中は学生

の学修状況を共有して、実習指導を行った。 

2） ①COVID-19 の影響（緊急事態宣言の発令など）で、実習グループの配置変更が必要な領

域に対応するため、実習配置表を改訂した。 

②今年度も学内での実習日追加に伴い、利用教室の調整を行った。 

③今年度も、特に感染対策に関する衛生材料（マスク、手指消毒剤、など）の管理は、大学

防災委員会（感染対策を含む）と共同で在庫管理を行った。 

3） ①指導を要する学生の学修状況について、実習委員会で共有し、各委員が領域に伝達した。 

②追・再実習に関する情報は、実習委員を通して実習委員会で共有した。 

③指導を要する学生への継続的な学修支援の方法について、実習委員会で共有し、各委員が
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領域に伝達した。 

4） ①実習委員会において履修学生の学修状況を情報共有し、各領域での学修支援を実施した。

② COVID-19の影響（緊急事態宣言の発令など）で、今年度も前期の開講科目で、代替方法

での実習を実施した。 

5） 今年度も学務課と連携し、実習科目に関する諸手続き（（感染症抗体価検査一覧、大雄会ロッカ

ーキー及び電子カルテ ID・パスワードの受領、実習交通費））の効率化を継続した。また、実習

施設の担当者などが参加する大学の関連部署での会議において、実習環境に関する相談をし

て、実習環境の改善に努めた。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１）今年度は多くの領域が実習する大雄会の実習環境の整備ができた。ただし、実習環境整備（カン

ファレンスや記録等の場所の確保など）は、一部の実施にとどまったため、次年度以降も継続して、

実習環境の整備に取り組む必要がある。（＊「実習連絡調整協議会」については、今年度の会議

開催は 3 月 17 日㈫予定の為、開催後に、資料を含めて追記します。） 

２）この項目については委員会で整備し、また委員会毎に必要な情報を共有し、防災委員会（感染

対策を含む）の協力も得て達成できた。次年度も COVID-19 を含む感染対策は必要と予測される

ため、今年度の成果を生かして継続する。 

３）委員会の議題として、開講中の実習科目にて指導を要する学生の履修状況、指導方針を共有し

た。当該学生に関する指導状況などの情報交換も行った。担当領域は、当該学生の指導ポイント

を理解し学修支援に活かすことができた。すべての履修学生の学びの促進にむけて継続的支援

ができるよう、実習到達度だけでなく、COVID-19の影響を含めた学生の心身の状況について

も、情報共有が必要である。 

４）今年度も COVID-19の影響（緊急事態宣言の発令など）で、代替方法での実習を実施した。、

具体的な実習方法としては、昨年に引き続き、WEB 授業やグループ学修、シミュレーション演習

等を用いる以外にも、WEB（Zoom など）で実習施設とつなぎ、院内オリエンテーションやカンファレ

ンスを実施し、リアリティのある実習に繋がる方法を強化した。学修成果を得た一方で、受け持ち

患者などの対象者との交流のないこと、看護実践の機会の減少、実習時間の制約は、対象理解

に限界があり看護過程展開への課題や看護技術到達度に課題を残した。 

５）今年度も実習ガイダンス時に、事前に説明事項を整理して、一括して諸手続きを実施し、効率化

を図った。しかし、感染症抗体価検査一覧に関して、一部の学生のワクチン接種及び抗体価検査

の提出が遅れ、実習先への提出が遅れたという問題点は継続している。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１） 次年度も継続して実習施設と連携・協働し、実習環境の整備に取り組む。 

２） COVID-19 を含む感染対策に基づく実習方法について、関連委員会と共同して、今年度の成果

を生かして継続する。 

３） 委員会の議題として情報共有を継続する。学生の履修状況も共有し学修方略についても意見

交換する。代替方法による実習を行う場合は、実習施設と連携し、学生の対象理解を補う指導方法

を強化する。 

４） 指導を要する学生への対応方法を継続する。継続した学修支援の成果も意見交換する。 

５） 実習科目に関する諸手続の効率化を継続する。問題点である感染症抗体価検査一覧の提出

の改善とし、関連委員会やアドバイザー教員と協力し、さらに、保護者にも周知して協力を依頼し、

ガイダンス時にワクチン接種及び抗体価検査の重要性の徹底を行う。また、第 2 セメスターガイダン

ス時に現状の感染症抗体価検査一覧及び今後の提出スケジュールについては、大学防災委員会

（感染対策を含む）の協力を得る。 

 



                                                              
                                               

２０２１年度  （部署名）キャリア支援委員会、学務課  

自己点検・評価報告書 

JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ３．キャリア支援 

評 価 の 視

点 

①教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

基本目標 

 １．学生が自らのキャリアを形成していくことができる力を育成するために、キャリア支援委員

会を設置し、初年次より継続的なキャリア教育・支援を実施する。 

2021 年度の達成目標 

１） キャリア支援計画に基づき、各学年進行に応じたキャリア支援講座を実施する。 

２） 公共機関（新卒応援ハローワーク・厚生労働省）および外部就職支援機関の活用を推進

する。 

３） キャリア支援講座内容の理解や活用について、アンケートを実施し把握する。 

４） インターンシップや就職試験に関する情報を蓄積する。 

５）キャリア支援に関する情報について、常時閲覧できるようキャリアサポート室を整備し、利用

率を上げる。 

６） 就職活動状況については、採用試験受験届ならびに採用試験受験結果報告書提出によ

り把握し、内定状況を随時教授会にて報告する。 

７） 月 1 回実施の学生情報共有の場で、就職活動において支援が必要な学生情報を共有す

る。必要時委員長が学生委員会へ出席し、報告する。 

８） 学生・教職員からの進学・就職活動に関する質問や相談についての専用窓口として、専

任担当者の配置のあり方を検討する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

１） ①１年生対象に、令和 3 年 7 月 19 日（月）２時限「社会人として求められる

こと」をテーマ    に、エスパシオエンタープライズ株式会社江森次雄氏によ

る「ホスピタリティ」「コミュニケーション力」について講演を実施した。教養セ

ミナー１回分に読み替えた。また、令和 3年 9月 24日（金）に「ジョブカードを活

用してキャリア形成セミナー」を実施した。（資料 1・2） 

②2 年生・3 年生対象に、令和３年 7 月 12 日（月）4 時限及び３年生対象に 7 月 16 日

（金 4時限に「インターンシップ活用方法」を実施した。 （資料 1・2） 



                                                              
                                               

③２年生対象に、令和 3 年 9 月 24 日（金）に「病院の選び方、マナー講座」を実

施した。（資料１・２） 

２） ④３年生対象に令和 3 年 9 月 21 日（火）「自己 PR、履歴書の書き方」を実施した。（資料

1・2） 

３） ⑤４年生対象に令和 3 年 11 月 18 日（木）４時限、３年生対象に令和 4 年 1 月 31 日（月）

2 時限に愛知県ナースセンターの講座を実施する予定。（資料 1・2） 

４） 昨年度評価により新卒応援ハローワーク（経済産業省管轄）、キャリア形成サポートセンタ

ー（厚生労働省）外部部就職支援機関（マイナビ・ナース専科）を活用した。（資料 1・2） 

５） 10 月～11 月にキャリア支援講座内容の理解や活用について、アンケートを実施し、分析

する。（資料 1・2） 

６）  インターンシップや就職試験に関する情報は、４年生前期ガイダンスにて、『採用試験受

験結果報告書』を学生へ配布し、情報を蓄積する。毎月開催の会議時に内定状況を把握

する。 

７） キャリア支援に関する情報について、常時閲覧できるようキャリアサポート室を整備し、利

用状況表を活用し、把握する。 

８） 就職活動状況については、採用試験受験届ならびに採用試験受験結果報告書提出によ

り把握し、内定状況を随時教授会にて報告する。９月教授会において、内定状況（未内定

者 6 名：内定率 93.9％）を報告した。7 月以降の採用試験情報を取りまとめ、キャリア支援

委員会メンバーで情報を共有し、未内定学生への就職支援に活かした。 

９） 月 1 回実施の学生情報共有の場（学部で、就職活動において支援が必要な学生情報を

共有する。就職活動状況については、採用試験受験届ならびに採用試験受験結果報告

書提出により把握し、内定状況を随時教授会にて報告している。 

１０） 学生・教職員からの進学・就職活動に関する質問や相談についての専用窓口として、

専任担当者の配置のあり方を検討する。  

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

【達成度・効果があがっている事項】 

１）令和 3 年 9 月時点の就職内定率は 93.9％であり、令和 2 年の同時期（61％）と比較し、内

定率の上昇がみられた。これは、『採用試験受験結果報告書』の提出が速やかにされたこと

が、影響していると推測する。年度当初に学生へ配布し、適宜依頼している成果と思われる。

また、病院採用情報をとりまとめ、委員会メンバーで就職情報を共有し、特に不合格学生の

就職支援に活用した（資料３）。結果、11 月末日にて、就職内定率 100％となり、目標を達

成した。 

２）新卒応援ハローワーク登録率の上昇。３年生に対して実施した講座後、登録率 96％であっ

た。経済産業省の管轄の新卒応援ハローワークは、登録後、無料で面接指導などの個別対

応が可能であり、今後も促進していく。 

【改善が必要な事項】 



                                                              
                                               

１） 『採用試験受験結果報告書』の受領方法の検討(目標：業務の効率化、早期報告の促

進) 

２） 学生の病院情報リテラシーの不足（目標：就職後の離職の低下） 

学生は多くの病院の中から、自分自身に適した就職先を決めることが困難な学生が

いる。9月まで内定がない学生が数名いる。 

３） 臨地実習病院への就職内定ゼロの改善（目標：臨地実習病院との連携強化） 

４） 進学支援（目標：進学希望者を早期に把握し、進学希望校の情報提供をする） 

５） キャリア支援室利用率の向上（目標：学生に合った病院・進学選びの支援） 

 

 次年度以降の改善・改革に向けた方策について 

１）問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

  ２」「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表

記は不可） 

１）『採用試験受験結果報告書』の受領方法 

〔改善案〕インターネットによる配信等で受領するなど簡便な方法を検討し、実施す

る。 

２）学生の病院情報リテラシー不足 

〔改善案〕①本学主催の病院説明会の開催（令和 4年度実施予定） 

②キャリア支援室利用率を上げる。現状を評価し、数値目標を設定する。 

３）学生が自分に適した就職先・進学先の選定支援 

〔改善案〕 

①学生が自身の就職および進学希望応じた医療機関や企業、希望校への進学が決定で 

きる様、まず、内定先が第１～第３希望内にあるかを算出し、本学の傾向を把握す 

る。 

②卒業後の離職等を把握することで、適材適所の就職先の支援を実施する。 

③卒業生との交流（ホームカミングデイの有効活用） 

４） 大雄会病院への就職内定者の目標 20名以上とする。 

〔改善案〕 

①大雄会病院のみの病院説明会の開催を実施する。（令和 4年 1月、4月実施予定） 

 ②大雄会病院奨学金支給情報を啓蒙する。 

 ③総合大雄会病院との協議会を通じて、大学としての要望を伝える。 



U２０２１年度U （部署名）学務課学生係 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ３．キャリア支援 

評価の視点 ① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

基本目標 

1. 初年次より継続的にキャリア支援を実施する。 

2021年度の達成目標 

１）キャリア支援計画に基づき、各学年進行に応じたキャリア支援講座を実施する。 

２）特に１年には、７月にマナー講座を開催する。 

３）講座は、就職情報会社だけではなく、ハローワーク等の公共機関も利用して幅広く開催する。 

４）就職活動状況については、「採用試験受験届」及び「採用試験受験結果報告書」の提出により、

内定状況を把握し、教授会で報告する。 

５）キャリアサポート室の利用について、学生に周知する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１）２年生対象に7月12日（月）４時限及び３年生対象の７月16日（金）４時限にインターンシップ活用

方法」を実施した。 

   １年生対象に９月24日（金）に「ジョブ・カードを活用した キャリア形成セミナー」及び２年生対象に9

月24日（金）に「病院の選び方、マナー講座」を実施した。  

３年生対象に9月21日（火）に「自己PR、履歴書の書き方」1を実施した。 

２）１年生対象に令和３年7月19日（月）２時限にマナー講座として、「社会人として求められること」を

テーマにホテルの接客担当者を招いてコミュニケーションを中心とした内容で実施した。 

  なお、講座の出席については、「教養ゼミナール」の1コマに読み替えた。 

３） ４年生対象に令和3年11月18日（木）４限、３年生対象に令和４年１月31日（月）２限に愛知県ナ

ースセンターの講座を実施する予定。 

４）就職活動状況については、「採用試験受験届」及び「採用試験受験結果報告書」の提出をメール

にて依頼し、未提出者に対しては、数回催促メールで行った。なお、その際に、アドバイザー教員

にも未提出の情報を周知した。 

  また、９月教授会おいて、内定状況（未内定者6名）を報告した。 

５）キャリアサポート室の利用促進について、学年別ガイダンス及び各講座においてアナウンスを行

った。  

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１)令和3年9月時点の就職内定率は93.9％であり、令和2年の同時期（61％）と比較し、内定率の上

昇がみられた。これは、学務課とアドバイザー教員と協力した結果、『採用試験受験結果報告書』の

提出を促したことが、影響していると推測する。年度当初に学生へ配布し、適宜依頼している成果と

思われる。また、病院採用情報をとりまとめ、委員会メンバーと就職情報を共有し、特に不合格学生

の就職支援に活用した結果、11月末日にて、就職内定率100％となり、目標を達成した 

2)キャリア支援委員会で把握していないケースで、内定をもらいながら進学を目指すケースが発覚

し、進路指導の改善がひつようである。 

３）助産師課程の不合格者が、助産師学校を多数希望し、受験に苦戦していた。 

 

 



次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体

的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１）『採用試験受験結果報告書』の受領方法について、インターネットによる配信等で受領するなど

簡便な方法で実施する。 

２）キャリア支援委員会と協力して、本学主催の病院説明会の開催を計画している。 

３）キャリア支援委員会と協力して、進路指導において、進学希望者向けのガイダンスや進学サポー

トの仕組みを作る。 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）国試対策委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ３．キャリア支援 

評価の視点 ① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

基本目標 

２． 初年次より継続的に国家試験対策を実施する。 

2021 年度の達成目標 

１）看護師の国家試験対策は１年次より、助産師の国家試験対策は助産師課程学生に対して３年次

より継続的に実施する。 

２）学生委員やアドバイザー教員と協働し、学修支援の充実を図る。                                                                                    

３）IR(Institutional Research)活動を行う組織との連携を進め、入学前教育を含む模試等の結果を分

析し、成績が伸び悩む学生への改善策を検討する。                                                            

４）継続した国家試験対策を実践し、可能な限り全員合格（既卒者も含める）を目指す。        

５）国家試験対策支援の評価として、各対策講座は出席率や講座の満足度（日程・内容・講師・費用

を含む）、模試成績と復習課題をもって評価する。該当年次の国家試験合格率にて最終評価を行う。 

６）国家試験不合格者（既卒生）に対して、既卒受験手続、対策講座や模試の案内等、支援する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1）年間スケジュールを作成する｛資料 1｝。 

1）-①4 年生は、4 月に春季講座、5 月から翌 1 月まで 6 講座の動画配信、対面による計算問題講

座を実施する。同時に、月一回のペースで業者模試を実施し、成績が伸び悩む学生への支援を強

化する。また、各模試の結果の推移を作成し、アドバイザー会等に発信していく。 

1）-②3 年生は 4 月にガイダンスと模試、8 月に夏季講座、9 月に模試を実施する（さわ研究所）。 

1）-③2 年生は 4 月にガイダンスと模試、8 月に夏季講座を実施する（さわ研究所）。 

1）-④1 年生は、基礎固めとして入学前に引き続き基礎力リサーチを実施する。また、解剖学講義担

当教員の意見に基づき、さわ研究所の解剖ノートを購入（通常 3 年次）し、復習により基礎力強化す

る。 

2）-①4 年生の学年担当委員は、学生委員と積極的なかかわりを持ち、これまでの国家試験対策の

満足度に関する学生委員の意見を聞き、思いをくみ取り、次年度に活かす。また、模試の結果（推移）

をアドバイザー会に提示し、各領域を含めて弱点補強を考えていく必要がある。 

2）-②3 年生・2 年生ともに学生委員の役割を明確化したものを作成し｛資料 2｝、円滑に協働できる

体制を整える。3 年生・2 年生ともにアドバイザー教員への依頼事項を作成し｛資料 3｝、教授会で共

有して、円滑に協働できる体制を整える。 

3）入試区分と入学後の成績、その後の学習面への取り組みとの関連について分析する。 

4）-①全員合格に向けて、対策講座や模試に加え、前期と後期で面談を実施する。 

4）-②昨年同様、各学年の担当委員を決め、学生委員と連絡を取り、国家試験対策講座の日程調

整や準備を行い実施する。 

5）-①4 年生は、これまでの国家試験対策の満足度調査を自主的に発案、教員の指導の下修正し、

Google form によるアンケートを実施し、学生の国家試験対策満足度を評価する。5）-② 3 年生は 9

月の模試の実施後に、2 年生は 8 月の夏季講座の実施後に、それぞれ Google form によるアンケー

トを実施し、学生の国家試験対策満足度を評価する。 

6) 4 月に既卒生 3 名と面談して国家試験対策の情報提供（利用可能な講座・模試等）を行う。その

後はメールにて対策状況を確認し相談に応じる。既卒受験手続は引き続き事務局が支援する。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1）-①から④を実施した。特に 4 年生の場合は負担額が大きいため、金額を含めた資料を全体の学

生と成績低迷者に分け作成し配布した｛資料 4・5｝。 



 

 一宮研伸大学 

改善点として、昨年の反省を生かし、各学年の学生委員への依頼を行ったが、1-2 年生に関しては

コロナ禍の影響や目前のことではないこともあり教員中心となってしまった。また、1 年生は後期も国

家試験対策の基礎となる解剖生理の成績不振者が多く、基礎力リサーチ 2 回目のアンケートより勉

学に対するモチベーションが低いことがわかった。 

2）-①模試の結果の推移をアドバイザー会にて提示し｛資料 6｝、国家試験対策講座の講師とも情報

を共有した。12 月の模試では全体平均がアップし、効果的な学修支援を提供できたと考えられた。 

2）-② 3 年生の学生委員から模試復習課題の未達成者に対するペナルティが提案される等、国家

試験対策における学生委員の主体性がみられた。また、アドバイザー教員による学生への事前の働

きかけも行われ、模試復習課題の達成率が上昇した。 

3）入試区分と入学後の成績、その後の学習面への取り組みとの関連について分析した結果をアド

バイザー会に提示し｛資料 7・8｝、課題を共有することができた。 

4）-①コロナ禍でもあり、業者による面談は実施できなかった。その代わり、4 年生担当の国試対策委

員がアドバイザー教員も交え、模試の成績が伸び悩む学生の面談を行い、成績の向上を認めた。

家庭の事情でなかなか学習環境が整わない学生に対して、アドバイザー教員や学校の協力を得

て、入寮するなど環境整備できた事例もあった。しかし、個別支援の在り方に課題が残った。 

5）-①学生の満足度調査の結果を踏まえ｛資料 9｝、次年度以降の学生に活用していくこととなった。

また、業者にも結果を伝え、改善を求めていくこととした。対策講座の集金に関して、学務課の協力

により、次年度より一括集金とする予定であり、学生や担当教員の負担が軽減されると考えられる。 

5）-②4 年生が実施した満足度調査を基に、次年度の国家試験対策に関して 3 年生の学生委員と

の話し合いを計画した。12 月に学生委員によるアンケートを実施し｛資料 10｝、その結果で次年度の

国家試験対策を業者も交えて検討している。 

6）2名はあすかゼミナールの椎名講師による休日クラスを受講し、1名はmediLink看護を受講となっ

た。後期の外部模試に既卒者も参加、各自の模試の成績も上向いてきた。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１）継続的な学習習慣が身に付いておらず、高学年になっても基礎的な知識に乏しい学生やそれに

伴いモチベーションが低い学生が少なくないため、非常勤講師や業者講師の助力を得て、１年次前

期より介入することで、学習困難者の軽減を図る。 

２）これまで通り、学生委員やアドバイザー教員と協働するとともに、業者講師らとも情報を共有し、学

習困難者に対する学修支援を実施する。                                                                                    

３）IR(Institutional Research)活動を行う組織との連携を進めるため、これまでのデータを共有し、さら

なる分析を依頼する。                                                            

４）全員合格（既卒者も含める）のために、1）2）を徹底する。 さらに、経済的な事情等により学習困難

になる学生の支援も重要な課題であり、学修環境を整えるために学校運営者も含めていく。 

５）対策講座ごとの出席率や講座の満足度調査をフィードバックする。 

６）国家試験不合格者への支援を継続する。 
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２０２１年度  （部署名）学生委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ４．学生サービス 

評価の視点 ① 学生生活の安定のための支援 

 

基本目標 

1.奨学金の貸与に関する支援体制を強化する。 

2.学生の課外活動等への支援体制を強化する。 

2021 年度の達成目標 

１.奨学金を必要とする学生への情報提供や手続きを支援する。 

２.各種奨学金の特徴を理解し、学生にとって最適な奨学金を案内する。 

３. ガイダンスやポータルサイト等を利用し、サークル・クラブの立ち上げの推進を図る。 

４.コロナ禍におけるサークル・クラブ活動の持ち方について検討する。 

５.課外活動での学年間交流ができる場を推進する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1.掲示板やポータルサイト、メールで随時学生に情報提供を行い、希望者に手続きの支援を行った。

1 年生～4 年生の奨学金貸与について、資料 1 の通り 1 年生(n=40)、2 年～4 年(n≒20)の回答で

は、日本学生支援機構を受けている学生が多くを占め、数名が病院奨学金を受けている。  

２.学生からの相談内容にそって、学生の希望にそった奨学金を案内した。 

３.2020 年度は、新型コロナウィルス感染症拡大、緊急事態宣言発出等により、サークル・クラブ活動

の制限が続き、コロナ禍の影響を受けて、全てのサークル・クラブが消滅した(2021 年 3 月)。 

2021 年度前期においても新型コロナウィルス感染症「第 5 波」緊急事態宣言発出等により、サーク

ル・クラブ活動を中止せざるを得ず、サークル・クラブ活動の立ち上げの推奨を行えていない状況

である。後期は新型コロナウィルス感染症の収束を見据えながら、まずは、サークルの立ち上げに

ついて、全学生に推奨する方法を検討し実行する予定である。 

４.後期は、学生委員会でサークル活動のオンライン利用について検討し、オンライン活用法を学生

に情報提供する。 

５.課外活動も新型コロナの影響を受けて制限を強いられている。課外活動のひとつである「研伸祭」

は、10 月 15,16 日オンラインにより実施する。学生委員会支援のもと 1，2 年を中心に、同時双方向 

型、動画配信を併せて 7 企画を実施する予定である。また、全学生への参加呼びかけ及び、教員

への参加協力の依頼を行うよう進めている。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1,2-1)1 年生～4 年生の奨学金貸与について、地方自治体奨学金受給者 4 名、日本学生支援機構

の奨学金制度受給者は、214 名であり、学生への情報提供等の対策による効果であると考える。  

1,2-2)機関病院の修学支援制度について、毎年 1 年生を対象に周知、支援を行っているが、今年

は 3 年生対象の「特別看護師奨学金」依頼が入り、当該学生に周知し 3 名の応募者の面接を行っ

た。さらに、公的な奨学金だけでなく、他の医療機関の修学支援制度や手続き方法等を周知・支援

する必要がある。 

1,2-3)病院奨学金の場合は、一定期間就業することが条件となっており、学生時代から看護のキャリ

ア形成を踏まえて、返還までの時期を見据えた貸与について支援する必要がある。 

1,2-4)「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について、募集から推薦する期間が短かった

が、学生に対し分かりやいチラシを作成し、募集案内を行った。なお、申請に当たっては、ヒヤリ

ングを実施の上、９名を推薦した。 

3,４. サークル・クラブ活動について、一部の学生からサークル活動の要望があり、1 年生から先輩と

の交流の場が欲しいとの声が上がっている。学生委員会ではますはサークル活動の立ち上げを推

奨するために、学生共有のオンライン(Edmodo)にポスターをアップロードし周知を図った(資料 2)。

また、顧問を務める教員にも配信し協力を依頼した。しかし、新型コロナウィルス感染症第 6 波の影

響もあり、学生からの要望がなく、具体的な立ち上げ推奨には至らなかった。新入生を迎える 4 月
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に全学年を通したガイダンスにおいて、サークル活動の推奨と支援を積極的に行っていく必要があ

る。 

５.課外活動のひとつである「研伸祭」を 10 月 15,16 日オンラインで実施した。1，2 年生の実行委員

が主体的にテーマを決めて、５企画はオンデマンドの配信、1 つ双方向による学生参加型の企画

を実施した(資料 3)。コロナ禍を受けて、オンライン開催の決定と準備が 8 月頃から開始したことも

影響し、１企画は準備不足で開催に間に合わないという事態が起こった。アンケートの回答数が少

なく、全体的な意見として捉えることはできないが、企画の満足度が高く、初めてのオンライン開催

において好意的な意見を頂きいた(資料 4)。学生委員会が支援し学生主導の研伸祭が開催でき

たと考える。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1,2_1)公的な奨学金制度、医療機関の修学支援制度の手続き・利用方法のガイダンスを実施する。 

1,2-2)引き続き、公的、医療機関の修学資金制度の利用状況を把握するためにアンケート調査を実

施する。 

1,2-4）３年生対象の大雄会奨学金について、大雄会の採用グループから直接奨学金の説明を学内で実

施して頂き、応募人数を増やすように努める。 
1,2-3)アドバイザー制度を利用し、アドバイザー教員による病院奨学金制度受給の状況の確認と、

一定期間の就業の意思、キャリア形成について話し合う機会を設ける。 

3,４)コロナ禍の状況を鑑みて、全学年を通してサークル活動の推奨と支援について、学生委員会で

現状に則した支援の方法を検討し実行する。 

5.研伸祭について、オンライン開催の手応えを活かして、学年の交流がより深まる研伸祭の企画と運

用の支援を行う。 

 

 

 

 

 



U２０２１年度U （部署名）学務課学生係 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ４．学生サービス 

評価の視点 ① 学生生活の安定のための支援 

 

基本目標 

1． 奨学金の貸与に関する支援体制を強化する。 

2． 学生の課外活動等への支援体制を強化する。 

2021年度の達成目標 

１）奨学金を必要とする学生への情報提供や手続きを支援する。 

２）各種奨学金の特徴を理解し、学生にとって最適な奨学金を案内する。 

３）奨学金受給状況について、経年変化も含めてのデータ蓄積をし、支援体制に生かす。 

４）今年度から、課外活動団体に関する規程を改正し、具体的には、クラブ昇格条件を緩和し、定員

数を10名から５名にする。なお、メンバーは、複数学年の学生を条件に入れ、学年間交流が図れ

るようにする。また、新たにサークル費として、年間 １万５千円を補助する。 

そして、改正規程を、学年別ガイダンスの際に、学生全体に周知し、学生の課外活動の推進を

図る。 

５）課外活動の一つである大学祭の推進を図る。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１）掲示板やポータルサイト、メールで随時学生に情報提供を行い、希望者に手続きの支援を行っ

た。 

２）３年生対象に大雄会奨学金と学びの継続を募集し、推薦した。 

３）前後期ガイダンス時に、外活動団体に関する規程に基づき、クラブ・サークルの設置方法につい

て、説明を行った。 

４）窓口に来た学生に対して、課外活動団体に関する規程に基づき、クラブ・サークルの設置方法に

ついて、詳細な説明を行った。 

５）新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、昨年度に引き続き「研伸祭（学園祭）」を10月15日（金）・１

０月１６日（土）にWeb開催を予定している。なお、７つの企画を準備している。 

６）新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、愛知県及び大雄会病院の協力のもと、大学として取り纏

めの上、ワクチン接種を実施した。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１）奨学金の採用を在学採用3回実施し、希望者の手続き支援を行った。しかし、2回目以降の在学

採用説明会の日程が決まり次第メールと掲示板で周知を実施していたため、見逃した学生に対し

随時説明会を実施しました。 

２）３年生対象の大雄会奨学金については、5名のうち3名の推薦、また学びの継続については、28

名のうち9名の推薦と少なかった。 

３）学生３６０名に対して、９6％に当たる３４５名が２回のワクチン接種を行うことができた。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１）年度初めに3回の説明会の日程を周知し、説明会に参加漏れのないよう周知徹底を行う。 



２）３年生対象の大雄会奨学金について、大雄会の採用グループから直接奨学金の説明を学内で

実施して頂き、応募人数を増やすように努める。 



U２０２１年度U （部署名）学生委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ４．学生サービス 

評価の視点 ① 学生生活の安定のための支援 

 

基本目標 

３． 学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を強化する。 

2021年度の達成目標 

1. アドバイザー教員間での情報共有の場を設けて、学生の抱える課題に連携して対応する。 

2. 危機管理対応の学生生活支援を行う。災害時の対応に順応できるように安否確認訓練の実施と

AED（自動体外式除細動器）設置場所の周知を行う。 

３.学生に学生相談の流れに関する情報をわかりやすく周知する。 

４.学生が授業時間外で気軽に利用できるように、学生相談開室日を順次増やす。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1. 定例の委員会において、アドバイザー教員の情報共有の場を設けていた(4、5、7、9月)。授業中

に気分不良となる学生などの健康管理に関する課題や、成績低迷等の学修支援に関する課題に

ついて共有し、アドバイザー教員を中心に、他の教員も授業中に急な対応にも応じ得るように対

策を検討した。コロナ禍において、心身の不調をもちながら授業に出席が増えていることをアドバ

イザー教員間で共有し、保健休養室の利用頻度が増えている。それに伴い、保健休養室専従者

の駐在回数を増やすことが課題である(現行、週1回)。 

2. 安否確認メール訓練を6月28日に全学生に実施した。応答のない学生には、7月7日、8月6日、9

月16日の3回の督促を行い、ほぼ全学生が安否確認メールに応答の結果を得た。また、AED設置

場所については、ガイダンス等で周知を図った。 

３.R3アンケートにおいて、学生相談等の支援体制は7～8割理解しているという結果であるが、前

期、学生相談室の利用数が少ない状況である。これの結果を受けて、後期ガイダンスで、写真等

でよりわかりやすく、守秘義務の遵守等、安心して相談できることを説明した。 

４)2021年度より学生相談開室日は週2回(8回/月)に増やしている。しかし、緊急事態宣言発出等に

より、学生の対面授業の縮小等により、前期は相談開室回数を減少せざるを得ない状況であっ

た。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1.アドバイザー教員との学生に関する情報共有の場を学部運営会議の中で奇数月に設けた。心の

問題を抱えて学業に前向きに取り組みにくい学生の状況を共有し、教員が授業や演習において

注意を払い支援をすることができた。 

2.毎年1回学生委員会において、学生の災害時の対応の一つである安否確認の訓練を行っている。

1年生は初めて体験することであり、丁寧に指導した結果、全員が安否確認に応答することができ

た。数回のリマインドにも応じない学生は、学年が上がるにつれて増えており、何等かの対策が必

要である。毎年実施し、災害時の備えの教育にしていく。 

3.学生相談の利用件数は、前期20件、後期17件、面談回数は45回と増加傾向にある。学生相談開

室日を今年度から週2回に増やしているが、コロナ禍の中でハイブリット形式の授業が増えており、

学内での対面相談に加えて、容易に相談できる工夫が必要と考える。(詳細は基準２－4学生相

談室に記載し資料を添付している) 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1. アドバイザー会の開催を引き続き継続して実施し、個別の対応が必要な学生の情報共有と支援

に繋げる。また、引き続き、 



2. 学生が災害時の対応が迅速に行えるように、安否確認訓練を継続して実施する。応答のない学

生への対応について、リマインドの回数、個別指導等を行い全学生が安否確認訓練に参加する

ことを目指す。 

3. コロナ禍の状況の中で、心の問題を抱えた学生が増えている。そのため、オンラインでの面談を

具体化し、学生がより週2回(8回/月)を利用しやすいように進める。 

 

 



U２０２１年度U （部署名）学生相談室 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ４．学生サービス 

評価の視点 ① 学生生活の安定のための支援 

 

基本目標 

３． 学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を強化する。 

2021年度の達成目標 

1)学生が気軽に学生相談室を利用できるように、相談の流れに関する情報を周知する。 

2)学生の利用回数が前年度（2020年）より増加する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1. 入学・前期ガイダンスにおいて、学生相談室の利用方法等を示すフライヤーを配布し説明し周知

を図り、後期ガイダンスにおいても周知を図った。 

2. 前期(4月～７月)、学生の相談件数は11件である。2021年度より相談室開室を週2回に増やしたが、

前期は新型コロナウィルス感染症(第5波)により、定例通りの開室ができなかったことと、大学内で

の対面授業が行えなかったことが、、相談件数に影響を及ぼしていると考えられる。引き続き、利

用しやすい環境づくりと、情報発信を行っていく。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

 1.2について 

学生相談の利用件数は、年間37件(メール対応4件)であり、前期は心の状態に関する相談が多く 

を占め、後期は主に2，3年生が対人関係や心身の調子に関する相談を受けている。1年生の相談

が少ないことが気がかりである(資料１)。学生相談件数が増加傾向であり、引き続き学生への情報発

信を行う必要がある。 

学生相談開室日を今年度から週2回に増やしているが、コロナ禍の中でハイブリット形式の授業が

増えており、学内での対面相談に加えて、容易に相談できる工夫が必要と考える。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1.2について 

前期・後期ガイダンスやオンラインを利用し、学生相談室の開室日と利用方法について、学生に

情報発信を行う。また、コロナ禍の状況の中で、心の問題を抱えた学生が増えている。そのため、オ

ンラインでの面談を具体化し、学生がより週2回(8回/月)を利用しやすいように進める。 

 

 



U２０２１年度U （部署名）学生相談室 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ４．学生サービス 

評価の視点 ① 学生生活の安定のための支援 

 

基本目標 

３． 学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を強化する。 

2021年度の達成目標 

１）学生相談強化のために、カウンセラーによる相談日数を月２回から週１回に増やして実

施する。 

２）健康相談強化のために、学校看護師による出勤時間を週１回３時間から週１回６時間に

増やして実施する。 

 
 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１）学生相談室の利用促進について、学年別ガイダンスにおいてカウンセラーから直接アナウンスを

行った。 

２）学校看護師が、出勤した日の昼休みの時間帯（12時30分～13時30分）に保健室を開けて、健康

相談ができるように実施した。 

３）学校看護師が、毎週送付される「健康チェック」を確認した。 

 
 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1）カウンセラーから、直接アナウンスを行ったが、新型コロナウイルス感染が拡大し、登校する機会

が減ったため、開設日数も減った。 

２）昼休みの時間帯に保健室を開けて、健康相談の利用者があった。 

３）健康チェックの提出率が低く、全体の確認が取れていない。 

 

 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体

的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１） 学校看護師の必要性から、来年度は、週に２日に増やした採用を予定している。 

２） LBGT対応できるカウンセラーの採用を目指す。 

３）健康チェックの提出については、アドバイザー教員に一層の協力を頂き学生に促す。 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）労働安全衛生委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ４．学生サービス 

評価の視点 ① 学生生活の安定のための支援 

 

基本目標 

３． 学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を強化する。 

2021 年度の達成目標 

①学生委員会と連携して、学生生活の安定のため支援を実施していく。 

②学生の支援体制を強化するために、学校看護師と連携し、心身に関する健康相談、心的支援、

生活相談などの支援体制を整える。 

③臨地実習の際必要になる麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種を忌憚なく進める。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

①学校看護師は学校医の指示・助言を受けながら、学生の健康診断の取りまとめを行い、問題があ

る場合は状況・対応の内容を校医に報告をし、支援を行っていく。 

 また、麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種状況を調査し、基準に満たない学生につい

ては指導を進める。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

① 学校看護師は、学校医の指示・助言を受けながら、学生の健康診断のとりまとめを行い、健康診

断結果から経過観察する学生の抽出や各種データの整理を行った。 

② 麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種状況を調査し、基準に満たない学生については

指導を進めた。なお、より丁寧に指導を要する学生には、授業終了後などに時間を調整して個

別対応にあたった。また進捗状況などを確認するため学生と随時メールでのやり取りで対応

した。 
①・②については、資料 1・2 を添付いたします。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

① 引き続き学生委員会と連携して、学生生活の安定のため支援を実施していく。 

② 学校看護師の勤務日数を増やし、学生の支援体制を強化することで、心身に関する健康相談、

心的支援、生活相談などの支援体制を整える。 

③ 麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種を引き続き進める。 

 

 

 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）総務課 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ５．学習環境の整備 

評価の視点 ① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

 

基本目標 

1． 校地 校舎等の学修環境を整備し、適切な運営管理を実施する。   

3． バリアフリーの観点から、構内施設・設備の問題点を抽出し施設・設備の利便性を図る。 

5． ハイブリッド型授業のシステム対応を充実させる。 

2021 年度の達成目標 

①学習環境（在学生人数、学年数、授業方法に即した講義室、体育室）を整備する。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、新型コロナウイルス感染症対策会議の指

示と連携し必要な物品を整備する。 

③バリアフリーの観点から、構内施設・設備の問題点を抽出し改善策を提示する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

①学習環境（在校生人数、学年数、授業方法に即した講義室、体育室）を維持・管理・点検し、改善

すべき事項が発生した場合、整備する。 

また、設置してある感染症対策物品について、適切な維持・管理・点検を行う。 

③バリアフリーの観点から、構内施設・設備の適切な維持・管理・点検を行い、問題点を抽出し、改

善策を提示する。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

①学習環境について、以下の点検・整備等を行い、改善すべき事項はなく、達成できている。 

・令和３年６月９日（水）の消防査察により、指導があった３号館３階体育室の避難器具について、

更新を行い、使用方法等の講習や、その様子を動画でオンライン配信を行った。これにより、非

常時の体制を整備し、安全性が高まった。（別添１） 

・令和３年１２月２７日付け事務連絡にて、文部科学省から通知のあった「ウィズコロナ時代の新た

な医療に対応できる医療人材養成事業の公募について」に基づき、「一宮研伸大学看護学部

におけるウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」を計画し、申請した。

文部科学省に選定された場合、令和３年度中に整備を完了する計画（予定）であり、教育効果

が高まる。（別添２） 

・感染症対策物品の配置等から、学内でのクラスターが発生していないことから、対策できている。

（別添３） 

③バリアフリーの観点から、構内施設・設備の速やかに解決すべき問題点はなく達成できている。

（別添４） 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

①学習環境は整備できているため、今後も維持できるよう日常点検時の確認を継続する。 

防災管理委員会（新型コロナ対策会議）や関係する部門と連携し、感染症物品が途切れ

ることがないよう、日常点検時の確認を継続する。 

③バリアフリーの観点から、構内施設・整備は現状達成しているため、今後も維持できるよ

う日常点検時の確認を継続する。 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）図書委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ５．学習環境の整備 

評価の視点 ② 実習施設、図書館等の有効活用 

 

基本目標 

２． 図書館の学修環境、蔵書、システム、運用・管理を実施する。  

2021 年度の達成目標 

１）看護系の図書館として資料の充実を図る。 

カリキュラムの変更や、より高度な看護職の専門性に対応した書籍及び電子リソースを優先的に揃え

る。 

２）学修・教育・研究支援を行う。 

自宅や学外で利用できる電子サービスの契約やリモート学習に資する情報提供を行う。 

機関リポジトリへの登録件数を増やす。 

3）利用しやすい環境を整備するとともに、感染症予防等の安全体制への対応を図る。 

四年制大学完成までの記録を整理・分析し、今後のサービス展開を検討する。 

４）図書館業務の効率化について継続する。 

Web ツールを活用し、図書館員及び委員会内の情報共有・業務の効率化を進める。 

５）図書館員の技術・能力の向上を図るため、年に 1 回は講習会等への参加をする。 

６）将来の地域連携に向けた条件等の検討をする。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

1）予算に基づき、コロナ対策・リモート授業等の支援となる資料を 20％ほど選定した。 

2）-①前期 4～5 月にかけて、教養ゼミナ-ル内で文献探索関連の講座を 15 回行った。後期には、

学生対象の文献探索講習会を開催し、内容・時期の見直しを行う。 

2）-②機関リポジトリの登録について、教職員会議等による募集および紹介を推進する。2021 年度

末に刊行を予定している一宮研伸大学紀要の投稿論文収載を行う。 

3）-①新図書館 5 年間（2017～2021 年）を記録にまとめ、今後のサ-ビス展開を検討した。 

3）-②未登録の報告書・年報類 50 点の所蔵登録および書架への配置を行った。 

3）-③図書館システムの更新（クラウド化）、貸出用 PC10 台の更改を行った。 

3）-④2020 年度に引き続き、図書館内・備品の消毒や座席数を減らす等、感染症予防対策を継続

実施した。 

4）-①マニュアルの修正を継続、実施した。 

4）-②図書館システム更新（クラウド化）により、教員の学外からの研究図書購入依頼を可能とするこ

とによって、事務手続きの効率化を行った。 

5）-より専門的な医学情報分野の図書館関連資格（ヘルスサイエンス情報専門員（初級）等）の取得

を目指し、オンライン開催の講習会に参加した。 

6）看護地域創成研修センターの利用者、コロナ収束後の学外利用者に向けたサ-ビスについて、検

討を行った。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１）4 月から 12 月の間、メール、募集用紙による図書等のリクエストを受け付け、学生希望の 35 点、

教員希望の 21 点を含む 167 点（2021 年 12 月現在）を購入した。うち、看護・医学分野に関連した

専門書籍は 61 冊であった。（資料 1） 

２）新型コロナウイルス感染症対応として、看護系動画配信サービス「ビジュランクラウド」の契約を継

続した。同サービスは、合計 990 時間、ログイン回数 3,123 回利用されている。（2021 年 12 月現在） 

データベースの利用は、医中誌 Web が、学内からのアクセス 1,726 回で前年比 107％（緊急事態宣

言対応によるリモートアクセス 343 回を合わせる）、最新看護索引 Web が 302 回（リモートアクセスを

含む）で前年比 117%となっている。メディカルオンラインは 1,927 回で前年比 68%、CINAHL Plus 

（MEDLINE 含む）は、446 回で前値比 121%であった。（資料 2） 



 

 一宮研伸大学 

３）来館/利用について、来館者（4 月～12 月）は前年度比 95%の 6,683 人であった。新型コロナウイ

ルス発生後に入学した、4 期生、5 期生の利用や問い合わせが少ないため、今後は自宅学習をサポ

ートする取り組み－オンデマンド講習会やサイトの更新など、図書館からアピールをしていく。 

（資料 3） 

５）図書館関連資格を取得し、文献検索や研究のサポートに貢献した。オンラインでの受講により、2

名共に短時間で講習を受けることができた。(2 月に著作権の講習受講を予定)教職員会議では毎月

活動やイベントのお知らせ等積極的な情報発信を行った。 

６）11 月より、卒業生の利用を再開した。昨年度より学外者の来館利用を停止していることもあり、地

域との連携が検討できていない状態である。今後については感染症の動向を見ながら検討を進め

たい。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

2） 4 月から医中誌 Web、メディカルオンライン並びに Nursing & Allied Health Premium とデータベー

スのサービスが拡大する予定である。学外からのデータベースアクセスが容易となることや、海外文

献の全文閲覧可能数が増えるといった情報を利用者にアナウンスし、非来館型の図書館サービスの

向上を図る。 

５）特に教員に対し著作物の適切な利用のため図書館職員間で共有し、案内に努める。 



U２０２１年度U （部署名）学務課学生係 自己点検・評価報告書 
JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ５．学習環境の整備 

評価の視点 ② 実習施設、図書館等の有効活用 

 

基本目標 

４． 学習環境（在校生の人数、学年数、授業方法に即した講義室、体育室）の運営管理を実施する。  

2021年度の達成目標 

１）同時双方向型授業をより円滑に進めるため、Zoom社製Web会議システムをライセンス契

約する。 

２）第５・６・８講義室及び実習室Dについて、プロジェクター及び可動式スクリーンを導

入する。 

３）新型コロナウイルス感染対策として、Web授業やサテライト授業を組み込んだ時間割編

成を行う。 

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１）同時双方向型授業をより円滑に進めるため、Zoom社製Web会議システムのライセンス契

約を結び、Zoom操作の周知及びフォローをした。 

２）第５・６・８講義室及び実習室Dについて、プロジェクター及び可動式スクリーンを導

入した。 

３）新型コロナウイルス感染対策として、Web授業やサテライト授業を組み込んだ時間割編

成を行った。 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１）Zoomの導入により、サテライト方式及びオンライン授業に切り替わったことから、オンデマンド方式

に比べ教育効果が上がった。ただし、サテライト方式の場合、ホスト教室でない教室の学生管理が

届かず、教員の入っていない教室に教員を配置する等の改善が必要である。 

２）第５・６・８講義室及び実習室Dについて、プロジェクター及び可動式スクリーンを導

入し、学内実習時Zoomやパワーポイント等を利用した講義の実施につながった。 

３）新型コロナウイルス感染対策については、12月まで大きなクラスターがなく達成できた。 

 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１） 教務委員会と連携し、教室に人員を配置する。 

２） 第2講義室の机・いすの整備を行い、学生の学習環境を整える。 
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２０２１年度 （部署名）学生委員会  自己点検・評価報告書 

JIHEE基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ６．学生の意見・要望への対応 

評価の視点 ① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 

基本目標 

１． 学生の意見や要望を集約し、改善策を担当部署と共に講じ、学生及び教職員にフィードバックす

る。 

2021年度の達成目標 

1.全学生を対象として大学生活アンケートを実施し、学生の意見や要望を把握する。  

2.学生生活アンケート結果は、教職員間で共有し、ガイダンスなどを通じ、意見や要望に対する具体策

を提示しながら、学生にフィードバックする。 

3.最終学年の学生に対して、卒業の記念となるアルバム作成及び卒業パーティの要望を確認し支援す

る。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1.令和 2 年 7 月 19 日～8 月 6 日に全学生を対象にウェブ上で大学生活アンケート(以下、アンケート)

を実施した。本学の完成年度を迎えて、質問項目の見直しを行い、従来の７カテゴリー（「学修状況」

「授業」「学修環境・学内施設」「課外活動・社会生活関連」「対人関係」「生活状況」「大学生活全般」）

に多肢選択式質問（全て 5 件法）と大学生活に関する記述式質問で構成した。 

2.教職員で共有すべき学生の記述意見を教職員会議(9 月)で周知した。また、後期ガイダンスにおいて、

各学年に結果のフィードバックを行った。現在、学年ごとに結果を全学年の結果に集約し、データとし

て蓄積できるように集計している。集計した結果を再度、教授会、教職員会議で共有し改善策を検討

するよう進める。 

3.卒業アルバム作成に関しては、担当学生が主体的に取り組むことができるよう学生委員会担当者が

支援を行っている。現在、最終学年の学生にアルバム作成の希望調査を実施している。卒業パーテ

ィについては、コロナ禍であることから開催の工夫が必要となる。担当学生が主体的に取り組むことが

できるよう支援を進める。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1－1)本アンケートはオンラインで実施し、リマインドを重ねて、各学年の回収率は 40％～70%であり 1年

生の回答が多い。昨年の回収率(平均 30％)より増加しているが、回答をしていない学生の生活実態

をいかに把握するか、リマインド以外の回収率を上げるための方策を考える必要がある(資料1、2、3、

4)。 

1－2)大学生活アンケートの結果の中で、生活リズム、悪徳商法等への注意喚起の必要性を見出し、学

年ごとの後期ガイダンスにおいてフィードバックした。 

2. アンケート結果において、教職員間で周知、改善を検討する必要がある「学修環境の設備」につい

ては教職員会議を通して報告を行った。学生の要望について、優先順位を考えて、限られた大学設

備資源の中での改善を教職員間で検討していく必要がある。 

3.4 年生の卒業準備として、卒業アルバム作成と卒業パーティがある。アルバム作成について、クラスの
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担当学生が、全学生の意向調査を行い、2 期生はアルバム作成を行わないと決定した。作成の決定

に際しては、8,000 円～9,000 円の高額な費用と、コロナ禍で、学祭の縮小や課外活動の制限などに

より写真の蓄積が十分でないことが影響した。 

  卒業パーティについて、学内での縮小したパーティをクラスの担当者と検討をしていたが、現在のオ

ミクロン株による第６波の影響により中止となった。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１,２.今年度からブラッシュアップしたアンケート調査を実施した。毎年継続的に実施し、データ蓄積を行

い IR(Institutional Research)として、学生支援の質向上のための分析に活かしていく。 
３.4 年生の卒業準備として、4 月の早期から担当学生と話し合いをもち、コロナ禍でもできる卒業アルバ

ムや卒業パーティの情報を集めて、学生が前向きに進めることができるように支援を行う。 
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２０２１年度  （部署名）学務課学生係  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準２ 【学生】 

領域 ６．学生の意見・要望への対応 

評価の視点 ① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学

生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 

基本目標 

1． 学生の意見や要望を集約し、改善策を担当部署と共に講じ、学生及び教職員にフィードバ

ックする。 

2021 年度の達成目標 

１）「意見箱」への投書については、担当部署と協力し、投書から原則として 1 週間以内の掲示での

回答を継続していく。 

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１）意見箱には、11 件の意見があり、主な内容は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に伴うゼミ

室及び図書館の開設時間延長３件、実習室開放１件、体育室開放 1 件、授業改善１件、国試対策と

して土曜日の図書館開放２件、トイレのハンドソープの改善（質の向上）１件、モラルのある頭髪の統

一及びユニフォーム着用のまま学外への移動に対する注意要請１件及び対面授業縮小による授業

料返却の要望１件があり、その都度執行部が改善案を作成し、全学生に対して掲示又は口頭にて

回答した。 

 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1）「意見箱」へのフィードバック内容について、数件１週間以内に回答できなかった。 

 

 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1）１週間以内に回答できるように、努める。 
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２０２１年度  （部署名）学務課教務係  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 １．単位認定、卒業認定、修了認定 

評価の視点 ① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基

準、修了認定基準等の策定と周知 

③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

基本目標 

1.ディプロマ・ポリシーを学生に継続的に周知する機会を設ける。 

2.ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準を整備し、単位認定、卒業・修了認定の厳正

な運用を図る。 

2021 年度の達成目標 

１） 教務委員会と協働し、教務ガイダンス時に学修ガイダンスを用いて、ディプロマ・ポリシーについ

て再度周知する機会を計画する。 

２） 単位認定を厳格にするため、授業回数（公欠の扱い）の取扱い及び定期試験等の取り扱いにつ

いて、規定等を改正する。 

３） 個人ごとに試験結果の合否照会について、Web 化する新しい教務システムの導入を目指す。 

４） 教務委員会と協働し、シラバスに具体的な評価方法を明記する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

１） 成績評価及び試験結果をまとめたフローを改正し、再々試験の取扱いを厳格にした。また、新

任教員を含む教員全員に対して周知した。 

２） 教務委員会と協働し、教務ガイダンス時に、定期試験等の取り扱いについて周知をした。 

３） 単位認定を厳格にするため、授業回数（公欠の扱い）の取扱いについて、履修規程を改正した。 

４） 各科目担当者へ、シラバスに具体的な評価方法の明記の依頼及び、教務委員会と協働し、シラ

バスの点検を行った。 

５） カリキュラム検討プロジェクトと協働し、次年度シラバスから記載する新カリキュラムのディプロマ・

ポリシーを検討した。 

６） 教務委員会と協働し、定期試験等の取り扱いについて、教務ガイダンス時に学生へ周知した。 

７） 学生がポータルサイトから試験結果を照会できるよう、ポータルを新しいシステムで運用できるよ

う準備した。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１） 学生へ定期試験等の取り扱いについて、周知を実施したことから、定期試験を受験せずに単位

を修得できない学生が減少した。但し、再試験手続きを行わない学生が増加した。 

２） 一部、欠席時の手続きを理解していない学生がいたため、周知方法の再検討が必要である。 

３） ポータルサイトの移行に伴い、試験結果掲示のミス誘発を防ぐことができている。 

４） シラバス作成要領及びチェックリストを作成し、シラバスの具体的な記載改善につながった。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１） 前期ガイダンスに、新たに履修関係規程及び新教務システムについての説明の時間を設ける。

ポータルサイトから合否結果を確認する方法を周知し、確認・手続き漏れがないよう改善する。 

２） １年生の前期定期試験の直前に改めてガイダンスの時間を設け、定期試験から成績確定まで

の流れや注意事項について、周知徹底を行い、試験に関するトラブルを回避する。 
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２０２１年度 （部署名）教務委員会  自己点検・評価報告書 

JIHEE基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 １．単位認定、卒業認定、修了認定 

評価の視点 ① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、

修了認定基準等の策定と周知 

③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

基本目標 

１． ディプロマ・ポリシーを学生に継続的に周知する機会を設ける。 

２． ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準を整備し、単位認定、卒業・修了認定の厳正

な運用を図る。 

2021年度の達成目標 

1. ディプロマ・ポリシーについて、学生に継続的に周知する機会を設ける。 

2. ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準について、教職員間で検証する機会を設ける。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1-1） ディプロマ・ポリシーについて、次の方法で学生に周知する。 

（1） 各期のガイダンス時に教務委員会担当者より説明する。 

（2） 各授業のオリエンテーション時に科目責任者より説明する。 

1-2）ディプロマ・ポリシーについての理解が深まるよう、次の方法で説明する。 

（1） は学修ガイダンス冊子を用いディプロマ・ポリシー4 項目を説明する。 

（2） はシラバスを用い科目概要とディプロマ・ポリシーの到達度について説明する。 

2-1）ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準の検証について、次の方法で機会を設ける。 

教務委員会より 1 期生対象アンケート結果を、 （1）学部運営協議会 （2）教授会 （3）教職員会議 

で報告し意見交換する。 

2-2）年度末の成績判定時に、単位認定、卒業・修了認定がなされているか教務委員会で確認し、教授

会にて審議する。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1. ディプロマ・ポリシーについて、学生に周知する機会として、前期ガイダンス（全学年実施）、後期ガ

イダンス（1～3 年次実施）時に、教務学生部長が説明した。 

2-1） ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果について、1 期生ならびに 2 期生を対象にした調査結

果を 2 月学部運営協議会、教授会にて報告した。 

2-2） １月教務委員会にて、4年次学生99名について卒業要件に必要な単位を満たしていることを確

認した。１月教授会にて審議し承認された。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1.  2022年度から、教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを変更する。学
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生には各ガイダンスにて説明し周知をはかる。また教職員にも周知をはかる機会を設ける。 

2. ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準について、次年度も 4年次学生を対象とした

調査を実施し検証する。 
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２０２１年度  （部署名）学務課教務係  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 ２．教育課程及び教授方法 

評価の視点 ① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

④ 教養教育の実施 

⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

基本目標 

１.カリキュラム・ポリシーを学生に継続的に周知する機会を設ける。 

2.カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の運用について教職員で検証し更なる充実を図る。     

3.教養科目群の授業科目により、論理的思考力を育成する教授方法を工夫・開発し実施する。 

4.少人数グループ教育、シミュレーション学習について教授方法を工夫・開発し実施する。 

 

2021 年度の達成目標 

１）コロナ感染症拡大の中、感染予防を考慮した学修環境の提供に努める。 

２）カリキュラム検討プロジェクトと協働し、2022 年度以降の入学生に適用する新しい教育課程を作

成し、文部科学省へ申請する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１）講義科目においては、１年生はきわみホール（大ホール）を利用して対面授業で実施した。 

なお、２年以上の学生は、サテライト方式で Zoom を利用して実施した。 

また、学生の学習環境保持の観点から演習・実習については、集密を避けた対面授業と Web 授

業との併用授業とした。 

２）カリキュラム検討プロジェクトと協働し、現行の教育課程について情報収集及び検討を行い、新教

育課程を作成し、文部科学省へ申請した。 

３）カリキュラム検討プロジェクトと協働し、次年度入学生から適用するカリキュラム・ポリシーとディプロ

マ・ポリシーを検討し、策定した。 

４）専門基礎科目の教員から提供された学修到達状況の情報を教務委員会で共有し、教務委員会

と協働して補習と学修支援を計画・実施した。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1)学内での感染を招くことなく、授業を実施できた。 

2)昨年度の Edmodo を用いたオンデマンド型授業から、今年度は Zoom を用いたサテライト方式また

は同時双方向型授業に切り替えたことから、学生が一斉に授業に参加できるようになった。 

ただし、サテライト方式の場合、ホスト教室でない教室の管理やトラブル対応が行き届かないた

め、双方の教室に教員を配置する等の改善が必要である。 

3)専門基礎科目の教員による補習授業への出席者は多かったが、自己学修支援については出席

者がほぼいない状態であった。学生の出席を促す方策の検討が必要である。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1)学修に問題をかかえる学生が多いことから、初年次のオリエンテーションにてカリキュラム・ポリシー

と教育課程の関係について、わかりやすく説明する。 

2)解剖→病態→看護などの科目間のつながりについて具体例を挙げ、初年次の学修が看護学につ

ながり、科目横断的に学修がひろがっていく期待感を想起させる。 

例えば、１年生前期ガイダンスにおいて、将来的に学ぶバイタルサインの測定(基礎看護学Ⅳ)を



 

 一宮研伸大学 

例にあげ、測定に必要な血管(解剖生理学Ⅰ)の知識、測定値の異常から推測される疾患(病態治

療学Ⅰ・Ⅱ)などのつながりを単純化して伝える等教務委員会と協働して、工夫する。 

3)成績低迷者への自己学修支援については、学生の主体的な学修意欲を高めるため、教務委員会

と協働し、具体的な自己学修計画の作成と提出を求める。 



 一宮研伸大学 

２０２１年度 （部署名）実習委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 ２．教育課程及び教授方法 

評価の視点 ①カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

②カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

③カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

④教養教育の実施 

⑤教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

基本目標 

５．卒業時到達すべき看護技術について、全体の傾向を把握し指導に生かす体制を構築する。 

 

2021 年度の達成目標 

1. 卒業時到達すべき看護技術（以下、卒業時到達度と略す）について、カリキュラム・ポリシーとの

関連と、各学年の履修科目について傾向を把握し、指導に活かす体制を整える。 

1） データの入力方法を整え、データ分析を行う。 

2） 分析結果を教員に開示し、看護技術に関する指導方法の改善について検討をはかる。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

1）-① 今年度も、2 年次後期「基礎看護学実習Ⅰ」ガイダンス時に、主旨及び記録・管理方法を説

明する。 

1）-② データ収集・分析を以下のように行う。 

・ 4 年次学生は、全実習終了後の卒業前に、昨年と同様の看護技術到達度に関するアンケート調

査を実施する。（＊アンケート実施後に追記します。） 

・ 各領域実習科目について、科目ごとの到達度について意見交換し、調査する。 

2）分析結果を教員に開示し、3 月実習委員会にて指導方法の改善点について意見交換する 

（＊3 月実習委員会開催後に追記します。） 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1）-① 今年度も「基礎看護学実習Ⅰ」ガイダンス時に、主旨及び記録・管理方法を説明した。 

1）-② データ収集・分析を以下のように行う。 

・ 4 年次学生への看護技術到達度に関するアンケート調査結果を、昨年のデータと比較して分析

する。（＊アンケート実施後に追記します。） 

・ 各領域実習科目について、科目ごとの到達度について意見交換した結果を、調査する。 

2）分析結果を教員に開示し、3 月実習委員会にて指導方法の改善点について意見交換する。 

（＊3 月実習委員会開催後に追記します。） 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1-1）① 次年度も ２学年次後期「基礎看護学実習Ⅰ」ガイダンス時の初回説明を継続する。各実

習科目での活用も重要であるため、担当教員が所定シートへの記載漏れがないか声掛けをし、学生

と教員で到達状況を確認する機会を設けるなど、活用の促進を図る。 

1-1）② 今年度のアンケート調査結果、並びに卒業時到達度の記入状況を検討して、次年度以降、

全学年の記入状況を向上させるための調査方法を行う。なお、看護基礎教育検討会報告書

（厚生労働省）にて「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度」は全 71 項目に改訂され

た。本学では 2022 年度入学生からの新カリキュラムにて適用する計画である。現行カリ

キュラム学生に対しては項目の適用や冊子化について、次年度、教員間で意見交換し決定

する。 

２）新カリキュラム該当学生には、これまでの卒業時到達度の記入及びアンケート結果を検討

して、運用方法を再検討する。さらに、今年度末に提示された新カリキュラム・ポリシーとの一貫性

についても検討する。 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）FD・SD委員会  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 ３．学修成果の点検・評価 

評価の視点 ① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価

結果のフィードバック 

 

基本目標 

3． 学修成果の点検・評価、改善策について、学生及び教職員にフィードバックする。 

４.   学修成果の点検・評価の結果について、学外に公開する方法を整備する。 

2021 年度の達成目標 

3． 授業評価アンケートを行い、結果を担当教員及び学生にフィードバックする。 

４.  授業評価アンケートの結果の公開方法を検討する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

3. 学修成果の点検・評価、改善策について、学生及び教職員にフィードバックする。 

a. 授業評価アンケートを行い、その結果を担当教員にフィードバックし、その結果についての報告を

求めることで、講義内容の点検・評価・改善を促す。 

b. 授業評価アンケートの評価について各セメスターにおける経年変化を観察し、評価を行う。 

４. 授業評価アンケートを行い、その結果を教職員及び学生に周知する。 

授業評価アンケートの結果を学内外からアクセス可能な図書館で公開する。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

3. 学修成果の点検・評価、改善策について、学生及び教職員にフィードバックする。 

a. 授業評価アンケートを行い、その結果を担当教員にフィードバックし、その結果についての報告を

求めることで、講義内容の点検・評価・改善を促す。 

授業評価アンケートを行い、その結果を担当教員に送り、結果についてのコメントの報告を求めた。

学生による講義への評価を教員にフィードバックしたことで、講義内容及び講義方法の改善点が講

義担当者に明白となり、現在の講義の点検に繋がった。評価結果についてのコメントを求めたこと

で、評価の低い項目についての改善を促した。 

 今年度後期より、アンケートの集計にかかるコスト削減を目的に従来紙面で行っていた授業評価ア

ンケートを Google form で行った。その結果、紙面で行った場合と比較して、アンケートの回収率の

低下が見込まれる。アンケートの回収率を上げる取り組みが必要だと思われる。 

b. 授業評価アンケートの評価について各セメスターにおける経年変化を観察し、評価を行う。 

授業評価アンケートの各項目の平均値について経年変化を分析した（資料 1）。新型コロナウイルス

が蔓延しだした 2019 年後期から、2020 年前期にほぼすべての項目において評価が低下していた。

大半の講義がオンラインで開催され、教員学生ともにオンラインでの講義に十分対応できていなかっ

たからだと考えられる。2020 年後期の評価では、新型コロナウイルスの蔓延前まで評価が戻ってい

た。一部講義はオンラインのままであったが、1 年制を中心に対面の講義が行われたこと、学生教職

員ともにオンラインの講義に慣れてきたことなどが考えられる。2021 年前期の評価ではさらに評価が

上昇していた。ほとんどの講義が対面で実施されたことによる影響であると考えられる。 

４. 授業評価アンケートを行い、その結果を教職員及び学生に周知する。 

従来、学生からもアクセス可能な事務局に授業評価アンケートの結果に講義担当者のコメントを添え

た資料を設置し、公開していたが、新型コロナウイルスの蔓延防止のため、事務局内への学生の立

ち入りができない状況になっていた。そのため、現状学生が立ち入ることのできる図書館に資料を設

置し、公開することとした。図書館では現在、学外者の利用を制限しているが、今後感染状況が落ち

着けば、学外者もアクセス可能な場所で評価結果を公開することとした。 
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次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

 現状の授業評価アンケートの内容は、学生の講義への関心、満足度などがわかり、講義担当者が

自身の講義の改善に役立つデザインになっていると考えられる。昨年度、アンケート内容の変更が

提案されたが、変更せずに現状のアンケートを行っていくことで、講義の点検、改善に繋がると考え

られる。 

 今年度後期より、オンラインでのアンケートを実施しているが、アンケート回収率の低下が見込まれ

るので、講義中でのアンケート時間の確保について周知する。 

 授業評価アンケートの推移から、2020 年度前期の評価が低く、その後評価が回復していった。オ

ンラインの講義が多い期間の評価が低く、対面講義を増やしていった期間で評価の回復が見られ

た。感染拡大の防止のため、やむを得ない場合があるが、なるべく対面での講義を開催することが、

学生の満足につながると考えられる。 

  

 

 

 

 



 一宮研伸大学 

２０２１年度 （部署名）実習委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 ３．学修成果の点検・評価 

評価の視点 ①三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価

結果のフィードバック 

 

基本目標 

４. 学生の看護技術到達度の評価：学生による臨地実習「卒業時に到達すべき看護技術（以下、卒

業時到達度と略す）」チェック表（看護学実習要項参照）を集計し、各項目の経験回数、卒業時の到

達度を分析する。 

 

2021 年度の達成目標 

1. 4 年次学生における卒業時の到達度を、三つのポリシーを踏まえて分析する。 

2. 2021 年度の実習方法変更に伴う影響について考察し、今後の対応について提言する。 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

1. 4 年次学生に対して全実習終了後の卒業前に、昨年と同様の看護技術到達度に関するアンケ

ート調査を実施する。（＊アンケート実施後に追記します。） 

2. １）上記１の入力状況を確認し、必要時、昨年と同様の卒業時到達度での到達度Ⅰ（単独で実

施できる）47 項目について、達成状況を調査予定とする。 

２）実習方法変更に伴う影響について検討し、今後の実習科目における看護技術について提言

する。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1.  看護技術到達度に関するアンケート調査のデータを、昨年と比較して分析する。（＊アンケート

実施後に追記します。） 

2. 新型コロナウイルス感染症予防対策に伴い、全ての実習開講科目で臨地での実習日数は減少

し、対象者への看護技術の実施ができない実習科目もあった。従って、昨年と同様に、「単独では

できない」項目について、実習で対象者への観察や看護技術の実施の機会がない学生が多数い

ると想定されて、昨年と同様の「単独ではできない」の回答が増加すると推察する。 

（＊3 月実習委員会後に追記します。） 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1. 次年度も、旧カリキュラム該当学生については、現行のアンケート調査を卒業前に実施して、結

果を分析する。 

2. 次年度も、実習科目は代替方法で実施する可能性がある。各学年の演習、実習計画において、

卒業時到達度 57 項目を、臨地実習での体験以外に、学内でのシミュレーション演習でもトレーニン

グできる状況設定場面を組み込み、看護実践能力の促進をはかる。 

３．新カリキュラム該当学生には、これまでの卒業時到達度の記入及びアンケート結果を検討し

て、運用方法を再検討する。さらに、今年度末に提示された新カリキュラム・ポリシーとの一貫性につ

いても検討する。 
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２０２１年度  （部署名）カリキュラム検討プロジェクト  

自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準３ 【教育課程】 

領域 ３．学修成果の点検・評価 

評価の視点 ① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価

結果のフィードバック 

 

基本目標 

 5. 学士課程の 4 年間の実績を踏まえ、次の教育課程の評価・修正をする。 

2021 年度の達成目標 

１．学士教育の 4 年間の実績を踏まえ、また厚生労働省の新看護教育指導ガイドラインにも適合す

る、新しい教育課程を完成させる。 

 

 

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１． 来年度（2022 年度）からの導入を目指して、厚生労働省の新ガイドラインに基づく新しい教育課

程を検討し、2021 年 7 月までに最終案をまとめ、文部科学省へ申請した。 

２． 新教育課程の導入に伴い、本学の教育理念、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディ

プロマポリシーについて見直し、改訂した（資料 1 理念および３P の見直し）。 

３． 今年度より導入した 100 分授業について、導入後の状況を経過観察した。 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１．学士教育の 4 年間の実績を踏まえ、また厚生労働省の新看護教育指導ガイドラインにも適合す

る、新しい教育課程を完成させた。来年度（2022 年度）より導入となる。 

２．本学の教育理念、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーについて見直

し、新教育課程の導入に伴って改訂できた。 

３．100 分授業導入も大きな混乱なく導入が進んだ。時間割作成において余裕が生じた。 

４．カリキュラムマップなどの作成作業が残った。 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１．カリキュラム検討プロジェクトの役割は終了したので、今年度をもって解散する。 

２．カリキュラムマップの作製など残った課題は、教務委員会など関連委員会で引き継いでいく。 

３．新教育課程の進捗状況を教務委員会で経過観察していく。 

 

 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）FD・SD委員会  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ２．教員の配置・職能開発等 

評価の視点 ① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と

配置 

②  FD（Faculty Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の

工夫・開発と効果的な実施 

 

基本目標 

2.  教育・研究・大学運営能力向上に資する研修を企画実施する。 

2021 年度の達成目標 

 教員の能力開発のために、カリキュラム改正を踏まえた教育実践について情報を共有し学びあう

研修会を実施する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1） 研修会（8 月 4 日）：「姫路獨協大学（基礎看護学）における学内実習の工夫」 

2） 研修会（3 月 10 日）：「インストラクショナルデザインの医療者向け教育プログラム GOLD メソッド」 

3） FD フォーラム「大学教育の『場』を問い直す」2022 年 2 月 19 日（土）・20 日（日）・26 日（土）・27

日（日）オンライン（Zoom）開催 

4）大学教育改革フォーラム in 東海 2022 年 3 月 5 日（土）オンライン開催 

上記 1）2）の研修会を開催するとともに、3）4）のフォーラムへの参加を推奨する。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

 以下 1）から 2）の研修会を開催した（資料 1）。 

1） FD 研修会「姫路獨協大学（基礎看護学）における学内実習の工夫」の参加者：32 名（教員 23 名、職

員 9 名） 

2） FD 研修会「インストラクショナルデザインの医療者向け教育プログラム GOLD メソッド」 

 

 新型コロナウイルス感染症予防の観点からオンライン開催とした研修会 1）2）は録画し、当日欠席した教

職員が視聴できるようにした。しかし、参加者の大幅な増加には至らなかったため、実施方法に加えて、

FD 研修会の意義を再度、周知するとともに積極的な参加につながるようなテーマの設定が必要である。 

研修会終了後のアンケート結果では、教材の検討と作成や効果的な教育方法を用いた実習方法の検討

等、学生の学びを深める主体的な学修を今後も考えていきたいといった感想が見られた（資料 2）。 

第 27 回 FD フォーラム「大学教育の『場』を問い直す」2022 年 2 月 19 日（土）・20 日（日）・26 日（土）・

27 日（日）オンライン開催及び大学教育改革フォーラム in 東海 2022 年 3 月 5 日（土）オンライン開催を

教授会でアナウンスした後、メールで詳細を配信し参加を促した。これらの参加者数を把握するシステム

を構築していく必要がある。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1）教職員の具体的な実践を可能とする研修内容とするために、参加を希望する研修会（内容）につ

いて、事前に調査した上で年間 3 回以上実施する。 

２）学外で開催されている FD 研修会等に参加する場合は参加費を補助し、概要の報告を求める。 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）学術研究倫理委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ２．教員の配置・職能開発等 

評価の視点 ① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と

配置 

②  FD（Faculty Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の

工夫・開発と効果的な実施 

 

基本目標 

２．教育・研究・大学運営能力向上に資する研修を企画実施する。 

2021 年度の達成目標 

１．教職員の研究倫理の意識向上を目指し、研究倫理に関する研修会を実施する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１．研究倫理研修会のテーマと講師について、本学の倫理審査状況を踏まえ、人を対象とする研

究、特に臨床を研究のフィールドとし、患者、看護職等を研究の対象とすることが多いことか

ら、今年度は「臨床倫理コンサルテーションと看護」をテーマに愛知医科大学看護学部・深谷

基裕先生による講義を企画し、実施した。 

２．研修会開催日時・方法については、多くの領域での実習が終了している日程を設定するとと

もに、当日出席ができない教職員に対し、後日研修内容を視聴できるよう、講師の了承を得て、

研修を録画し、オンデマンド化した。また、新型コロナ状況を踏まえ、Zoomによる開催とした。 

【研究倫理研修会概要】 

・開催日時：2022年 1月 26日（水）13：30～15：00 

・研修テーマ：『臨床倫理コンサルテーションと看護』 

・講師：深谷 基裕先生（愛知医科大学看護学部・准教授、小児看護専門看護師） 

・実施方法：Zoom によるオンライン研修会およびオンデマンド配信 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１．研修会当日、計 34 名（教員 28 名、職員 6 名）の参加があった。研修会終了後、欠席者に対

するオンデマンド配信を実施した。 

なお、現在、本研修会のアンケート実施中である（回答期限 2022 年 2月 4日）。 

専任教員の当日参加率は 88.0％（32 名（休職者 1 名含む）中 28 名の参加）であった。この結

果は、教職員が参加しやすい日時を設定したこと、本研修会開催日時等の周知が適切に行われ

たため、他の会議等との時間の重複がなかったこと、Zoomによる開催としたことが効果的であ

ったといえる。次年度も引き続き、教職員が参加しやすい開催日時・方法を検討し、企画・実

施すること、教職員への適切な周知を図る。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１．研究者として倫理に基づき研究を遂行する能力を向上するために、以下の通り、研究倫理に

関する学習する機会を提供する。 

①本学の倫理審査状況とともに、教職員のニーズに応じて研修会を企画・実施する。研修会の

企画にあたっては、多忙な中で多くの教職員が参加できるよう日程の調整、今年度のように

Zoom による講義やオンデマンド配信などの方法を検討し、企画・実施する。 

②学内での研究倫理に関する研修会の開催とともに、教職員に学外での研究倫理に関する研修

会の情報を提供する。 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）研究推進委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ２．教員の配置・職能開発等 

評価の視点 ① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と

配置 

②  FD（Faculty Development）をはじめとする教育内容・方法等の改善の

工夫・開発と効果的な実施 

 

基本目標 

2.  教育・研究・大学運営能力向上に資する研修を企画実施する。 

2021 年度の達成目標 

1．個々の教員の教育・研究指導能力向上に資する研修を企画する。 

 

  

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1．FD・SD 委員会や学術研究倫理委員会と連携し、以下のことを検討する。 

①教員の研究能力向上に資する研修会の開催。 

②学生への卒業（課題）論文作成指導の状況を評価するための仕組み（ピアレビュー）の導入 

③研究倫理に関する e ラーニングの開発と実践 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1-① 学術研究倫理委員会と連携し、1 月 26 日に臨床倫理に関する研修会を実施した。 

1-②に関しても、学術研究倫理委員会と連携し、新カリキュラム実施までに評価システムを構築す

る。 

1-③、FD・SD 委員会や学術研究倫理委員会とともに、年 1 回は研究倫理に関する e ラーニングを

受講することができるようなプログラムを立案していく。 

これらの取り組みは始まったばかりであり、新カリキュラム実施までに、研修内容を検討し、企画案

を出していくことが必要である。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

 目標を達成するような研修を企画し、実施するために、教員個々人の研究へのかかわり方、研究を

推進するにあたり、どのようなことを求めているのか、情報収集をする。これらの情報を FD・SD 委員

会や学術研究倫理委員会と共有し、教員のニーズに対応する研修を企画する。 

  



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）FD・SD委員会  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ３．職員の研修 

評価の視点 ① SD（Staff Development）をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・

能力向上への取組み 

 

基本目標 

1． 常勤職員の外部研修参加を奨励し、参加後学びの共有化を図る 

2021 年度の達成目標 

1） 外部講師による学内研修会を実施する 

2） 常勤職員の外部研修参加を１件以上調整し、参加後報告会を実施する 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1）外部講師による学内研修会を計画 

a. テーマ「大学における事務組織とは」 

講  師 小林嗣明 氏（椙山女学園大学事務局長） 

対  象 事務職員及び教員 

日  時 令和 4 年２月または３月 

b. テーマ「2021 年度改正カリキュラムを考える学習会①100 分授業導入の工夫」  

対   象 事務職員及び教員 

日   時 令和 3 年 8 月 20 日 

2）外部研修プログラムを選定し、職員の参加を勧奨する。 

研修結果を教職員会議で報告し、共有する。 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1）a. 外部講師による学内研修会を１件予定している。 

b. 学内者開催ではあったが、年 2 回の研修会開催が計画できた（資料１）。参加者は 26 名。 

グループディスカッションを行ったため、感染対策を徹底した上、対面での開催とした。領域を越

えた意見交換が建設的に行われたが、100 分授業導入までに十分な意見交換が行われていたこ 

とから、新たなテーマへの移行を望む声があった。他領域の講義の共有、共通する講義（看護過程

等）のディスカッションを行う等、グループディスカッションで抽出された意見の FD への活用を望む

声もあった（資料２）。 

2）事務局各部署にて、外部研修プログラムを選定し職員が参加をした。参加実績は総務課 0 件、学

務課 2 件、図書館 2 件の計 4 件であり、参加形態の内訳は対面 0 件、オンライン 4 件であった（資

料 3）。各部署が研修への参加はしているが、昨年度からの改善点として、FD・SD 委員会が事前に

計画を把握できておらず、報告・共有が果たせていない。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1）今後も年に 2 回の FD 研修会を実施し、案内を配信し参加を促す。 

2）委員会業務の引継ぎ時に研修報告の件も申し送りを行う。各部署の研修予定の把握と、FD・SD

委員から報告発表依頼を行う。 

 

 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度（部署名）学術・研究倫理委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ４．研究支援 

評価の視点 ① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

② 研究倫理の確立と厳正な運用 

③ 研究活動への資源の配分 

 

基本目標 

3.    研究の促進をはかる支援を実施する。 

2021 年度の達成目標 

１．適切な運営のために、当委員会規程の見直しを行い、教職員に周知する。 

２．昨年度整備した研究倫理審査申請システムの見直しを行い、倫理審査申請の充実を図る。 

４．実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1－1）「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する 倫理指針」制定に伴い、５月より当委員

会規程の見直しを実施した。現行の規程は、倫理審査にあたり、大幅な修正が必要である

こと、修正に伴い、申請書類等の修正・追加も必要であるため、委員会で確認をしなが

ら、改定案を作成した。 

なお、2022 年 2 月、「一宮研伸大学看護学部研究等における人権擁護・倫理委員会規程・

改定案」を教授会に諮る予定である。 

1－2）上記 1）について、教授会・理事会の承認を得たうえで、教職員に周知する。 

2－1）2022年度中の教授会・理事会の承認、教職員への周知を目指し、現在、倫理審査申請書類

の提出から審査方法等のフローチャート（案）を作成し、委員会内で検討を実施してい

る。 

2－2）倫理審査申請書類の記載内容の重複や倫理審査に係る必要書類の不足による倫理審査申請

の煩雑化、迅速審査や多機関共同研究における申請の手順の明確化の必要性など、倫理審

査にあたっての課題を確認し、倫理審査方式の見直しを実施している。 

また、教職員が倫理審査申請に係るフローチャート、倫理審査申請書類等を閲覧、入手し

やすくするために、本学ホームページに倫理委員会のページを作成する予算を広報委員会

の協力のもと 2022年度予算（案）として申請した。 

2－3）2022年度中の教授会・理事会の承認、教職員への周知を目指し、倫理審査申請書の修正、

研究計画書フォーマットの作成、研究対象への説明書、同意書等のフォーマットの作成、

倫理審査申請書類等の提出チェックリストの修正など、倫理審査申請書の見直しを実施し

ている。 

2－4）既に研究終了予定期間が過ぎている研究計画について、研究経過報告書の提出が行われて

いないものがあったため、教授会、教員会議で教職員に提出を呼び掛けた。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１．１）２）倫理審査申請に際し、教職員等にわかりやすく、運用しやすい規程とするため、規

程の文言の修正・加筆、倫理審査申請に係る書類の追加・修正、倫理審査申請書類の提出から

審査方法等のフローチャート（案）の作業に時間を要した。本作業を確実に実施することは、

倫理審査申請の手順のわかりやすさにつながり、倫理審査申請へのハードルが低くなると考え

る。 

２．１）２）３）2021年度倫理審査申請件数は 2022年 1月 28日現在、9件であった（資料 1）。

今年度は倫理審査承認件数が 1件であり、2021年度より少ない現状にある。昨年度、倫理審査

申請のオンライン化によるペーパーレス化を図ったが、倫理審査申請に係る提出書類の重複・

煩雑化およびフォーマットの不足、研究における倫理に対する理解の不十分さが考えられる。

そのため、引き続き、倫理審査申請書類の見直し、倫理審査申請の手順の明確化を継続すると

ともに、FD・SD委員会および研究推進委員会と協働し、教員の研究促進のための取り組みが必

要である。 

４）今年度本学に在職している教職員による研究経過報告書は 2022 年 1 月 28 日現在、3 件提

出された（資料 1）。今後も、研究経過報告書の提出について、教職員の意識を高めるため、適



 

 一宮研伸大学 

宜周知することが必要である。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１．教授会・教職員会議での教職員に対する本委員会規程の周知を実施するとともに、ホームペ

ージに規程を掲載し、適宜閲覧できるようにする。 

２．・わかりやすく、活用しやすい倫理審査申請に係る書類の作成、倫理審査申請の手順等の見

直しを実施する。 

・教授会・教職員会議での倫理審査申請書類・倫理審査申請手順等の周知を実施するととも

に、ホームページに倫理審査申請書類・倫理審査申請手順等を掲載し、適宜閲覧できるよう

にする。 

・ホームページから必要書類にアクセスできるようにする。 

・研究経過報告書の提出について、年度初め、中間、年度末に周知する。 

・FD・SD委員会および研究推進委員会と協働し、倫理的視点に則った研究計画の作成、倫理審

査申請に係る書類の作成のあり方についての研修会を開催する。 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）FD・SD委員会  自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ４．研究支援 

評価の視点 ① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

② 研究倫理の確立と厳正な運用 

③ 研究活動への資源の配分 

 

基本目標 

3.    研究の促進をはかる支援を実施する。 

2021 年度の達成目標 

１）FD における支援として、科学研究費獲得申請書の書き方、科学研究費不正使用について等年 1

回の研修会を実施する。 

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1）FD における支援として、科学研究費獲得申請書の書き方と科学研究費不正使用について、本学

の科学研究費を獲得している教員に依頼して科学研究助成金獲得のポイントや科学研究費獲得の

経緯について講義をしてもらうとともに、事務担当の職員から研究費の不正対策に関する研修を1回

実施した。 

 研究支援に関するプログラムの実施 

・日程：2021 年 7 月 21 日（水）13 時 30 分～14 時 30 分 

・場所：本学 4 号館 第４講義室 

・出席者：教職員 25 名 

・講師：本学 加藤千明准教授  加藤大総務課長補佐 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

 科学研究費を獲得した経験についての講義は、研究の着想や研究課題が独創的で興味を引く内

容となっており、アンケート結果（資料 1）から参加者の研究意欲や科学研究費応募への意欲を刺激

するものとなっていることがわかる。また、申請手続きや不正対策についての説明も、具体例の提示

があってわかりやすいと評価が高い。ただ、科学研究費を獲得した経験のある教員が限られるため、

新たなプログラムを検討する必要がある。 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

 科学研究費応募者数や科学研究費採択率アップにつながるよう、引き続き、科学研究費を獲得し

た経験のある教員の講義を計画する。教員が取り組んだ研究の報告や関心がある研究課題の紹介

等、研究を促進するための新たなプログラムを作成する。 

 来年度より研究推進委員会が担当する予定であるため、引継ぎを行う。 

 

 

 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）研究推進委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準４ 【教員・職員】 

領域 ４．研究支援 

評価の視点 ① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

② 研究倫理の確立と厳正な運用 

③ 研究活動への資源の配分 

 

基本目標 

3.  研究の促進をはかる支援を実施する。 

2021 年度の達成目標 

1．科研費申請者の支援を行い、科研費申請者の応募を増やす。 

2．研究論文投稿のための支援を行う。 

3．継続的な研究支援システム構築への準備をする。   

 

 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１.科研申請者増加に向けて、科研費申請の相談窓口となること、希望があれば支援することを 6 月

の教授会、7 月の FD・SD 委員会の科研費申請に関する研修会にて告知した。その結果、現在２名

の教員の申請に対して関わり、助言等支援している。 

2．論文作成や論文投稿に必要な研修会等を企画し、運営する。科研申請終了後に、統計手法に

ついての勉強会を企画する（新型コロナウイルス感染症の流行に配慮して、教室だけでなく研究室

等からもオンラインで視聴可能なものとする）。 

3． 研究推進委員会メンバーのほかに有志を募り、研究支援チームを作る準備を行う。 

 

 

 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

1 について、今年度の科研申請者割合は 29.0％（申請対象教員 29 名のうち、申請者 9 名）で、昨年

よりわずかに減少していた。採択に関しては、審査結果通知は令和 4 年 2 月下旬になるため、採択

率（前年度 10％、1/10）に関して、今回は不明である。今後、申請者の増加とそれに伴う採択率の増

加を目指す｛資料 1｝。 

2 について、実施できていない。 

 

 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

1 については、教授会等で対象者人数や申請の割合、取得した教員名を開示する。また、具体的

な目標値を掲げ（申請率 50％、採択率 50％）、教員全体の意識の向上を図る。 
2 については、3 の有志とともに研究支援計画を作成し、各教員に周知する。 

3 については、学部運営協議会や教授会を通して有志を募り、有志内で研究支援内容を検討するこ

とから始める。 

 

 



 一宮研伸大学 

２０２１年度 （部署名）コロナ感染症対策委員会 自己点検・評価報

告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準５ 【経営・管理と財務】 

領域 １．経営の規律と誠実性 

評価の視点 ③環境保全、人権、安全への配慮 

 

基本目標 

２．学生・教職員ひとりひとりの人権が尊重され、健康で安全に学修・労働できる教育研究環境を整

備する。 

 

 

2021 年度の達成目標      
1 学内での感染者を出さないよう予算の確保及び施設の整備を確実に進める。 

2 コロナで困窮する学生に対し、文部科学省を始めとする外部援助を周知していく。 

3 コロナ禍で学内での授業の中止がないようリモートやハイブリット型授業で進める。 

4 感染が学内外で生じないように学生に対する指導を、より強く指導を強めていく。 

５．臨地実習における実習病院との連携を強めるとともにお互いの情報交換を強める。 

６．学生・教職員に対し、ワクチン接種を早めに実施し感染防止を進める。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

１． 昨年度に引き続き特別研究費全額をコロナ対策費に振り替え、各講義室、ゼミ室等各部屋にア

ルコールや次亜塩素酸水等消毒用品を設置した。また、学内入口４ケ所に体温測定器とアルコ

ールを設置した。 

２．各教室等で学生が密にならないよう机や椅子の配置を工夫し、窓口等は透明のカーテンを配置 

した。さらに、食事をする場所を食堂、会議室等３ケ所に限定し学生に周知徹底した。 

３． 昼食時に学生が密にならないよう教員が昼食時に当番で学内を巡回し、学生に注意・指導を与

えるようにした。また、食堂にも透明の衝立を置くとともに窓を１０㎝あけるようにした。 

４． 夏季休暇等長期休暇の前に学生・教職員にメールで感染対策の注意事項を配信し、注意を喚 

起した。 

５． 実習・演習を確実に行えるよう実習病院との協議を綿密に行うとともに、学内でも一部行った結

果、一部領域をのぞき臨床実習を確実に進めることができた。 

６． 実習病院及び愛知県と緊密に連絡をとり、他大学等に先駆けワクチン接種を行なうことができた。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１． 大学全体として対応を進めたことにより、教職員や学生による学内でのクラスターを起こすこと

なく授業等を順調に進めることができた。 

２． 学生の中に大学側が注意したにもかかわらず出歩き感染した者があり、学生の対する注意喚

起を工夫する必要がある。 

３． 教職員には在宅勤務を認めるとともに、職場での換気の徹底を図り感染がおこらないよう工夫

した結果、教職員に感染者がでなかった。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１．学生に対する感染に対する注意喚起をいかに浸透させるかを考えることが重大である。 

 

 

 

 



 一宮研伸大学 

２０２１年度 （部署名）ハラスメント防止委員会 自己点検・評価報

告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準５ 【経営・管理と財務】 

領域 １．経営の規律と誠実性 

評価の視点 ③環境保全、人権、安全への配慮 

 

基本目標 

２．学生・教職員ひとりひとりの人権が尊重され、健康で安全に学修・労働できる教育研究環境を整

備する。 

 

 

2021 年度の達成目標 

1． 就業規則の「ハラスメントに関する懲罰規程」がセクシュアルハラスメントのみの対応と書かれて

いるのを見直し、ハラスメント全般に適応されるよう改正を図る。 

2． 本学のハラスメントに関する関連規程に事前に学生に対するハラスメントを予防する条文がない

ためそれを補うよう規程を改正する。 

3． ハラスメントに関する講習を外部から講師を招き学生及び教職員に対し行う。 

4． 問題がある時に開催されていた防止委員会を学内の状況を確実に把握するため、定例会議と

する。 

5． 学生の相談に応じる教員の相談員がきちんと決められていないので早期に決定する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行ったか？ 

１． 昨年度、開催できなかった教職員のハラスメント講習会を外部の講師に依頼しリモートで開催し

た。しかし、学生に対するハラスメントの講習会はコロナ対策のため、学生の密を避けることから

中止した。 

２． 就業規則については、理事会・評議員会において改正の承認を受け職員に周知した。関連規

程の改正も教授会、運営会議に諮り承認を受け周知した。 

３． 防止委員会を２～３月毎に開催するよう決定し実行している。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１． 教職員にハラスメントに関する講演会（題：教職員が無意識のうちに学生にハラスメントを行っ

ていないか？）を行ったが、その後も学生と教員との間に問題が生じているため、研修内容を

再検討する必要がある。 

２． 定例会議を行ったことにより、学内の問題がかなり細部にわたり把握でき、問題点の議論が可

能となり、対策の不十分な点について深く議論できるようになった。また、学生への周知にハラ

スメント対応のフロー図を作成し周知することができた。 

３． 委員会において学生対応の相談員を決定し、周知することにより学生の相談が行われるように 

なった。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 
（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

１． 教職員の意識改革を行うため、どのような教育等を行うか検討を進める必要がある。 

２． 学生に対し、本学のハラスメント相談窓口、システム等を明確に示し、内容を十分理解させる

ことが必要である。 

 

 

 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）労働安全衛生委員会 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準５ 【経営・財務と管理】 

領域 １．経営の規律と誠実性 

評価の視点 ① 経営の規律と誠実性の維持 

② 使命・目的の実現への継続的努力 

③ 環境保全、人権、安全への配慮 

 

基本目標 

3.  学生及び教職員個人の人権が尊重され、健康で安全に学修・労働できる教育研究環境につ

いて、マニュアルにまとめ継続的に実施する。                               

2021 年度の達成目標 

①大学で働く教職員の安全と健康の確保だけでなく、そこで学修する学生も対象に快適な職場環

境、学修環境の形成を目指すために労働安全衛生委員会で取り扱う。 

②教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の改善を図る。 

③安全衛生に必要と認められる対策を講じていく。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

①労働安全衛生委員会の審議内容に学生に関する安全衛生の諸問題を追加し、委員会で議論し

対策を進めている。 

②精神的健康の保持増進を図るためのストレスチェックを実施している。 

③新型コロナウイルス感染症拡大の中でも、医療機関との相談を進め、教職員の健康診断受診を忌

憚なく進めている。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

① 精神的健康の保持増進を図るための対象者５１名にストレスチェックを実施し、高ストレス者に該

当した者については希望者に医師面接指導を行った。 

② 教職員の健康診断受診をとりまとめ行い、提携病院である総合大雄会病院で実施した。また、40

歳以上の対象者については私学共済に随時健診結果の報告を行った。 

③ 学生に関する安全衛生の諸問題を追加し、健康管理や安全に学修できる教育環境を構築し

た。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

① 引き続き学生の安全衛生の諸問題を追加し、学生委員会や学校看護師と連携しながら対策を

進める。 

② 精神的健康の保持増進を図るためのストレスチェックを実施する。 

③ 教職員の健康診断受診を忌憚なく進めていく。 



 一宮研伸大学 

２０２１年度 （部署名）総務課会計係  自己点検・評価報告書 

JIHEE基準・領域 

基準 基準５ 【経営・財務と管理】 

領域 ４．財務基盤と収支 

評価の視点 ① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

基本目標 

１． 中期計画に基づき財務運営を行う。 

２． 大学設置に係る寄付行為変更認可申請内容に従い、毎年度の収支均衡を保ち健全経営を遂行す

る。 

2021年度の達成目標 

大学設置に係る寄附行為変更認可申請内容に従いこれまで大学完成年度の 2020 年までの中期計

画を履行してきたが、 

① 大学の完成年度を迎え、2021 年度以降の新たな中期計画に合せた財務運営を行う。 

② 大学設置に係る設置経費及び完成年度までの経常経費の支出の 4 年間サイクルを終え、新たな

財務基盤を構築するため、年度毎の財務比率をもとに適正な収支均衡を保つ。 

③ これに加え、科学研究費ほか外部資金による研究資金及び間接経費や、寄付金を増加させるにあ

たり、現状分析とともに増加方策を立てる。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

大学完成年度である 2020年度まで、寄附行為変更認可申請による予算計画（以下、「当初予算計画」とい

う。）と大幅な乖離が無いよう、またその根拠となる大学認可設置申請による設置計画（以下、「設置計画」とい

う。）を遵守しつつ、予算に沿った執行の徹底とともに、緊急応急的な経費措置が必要な場合はガバナンス

会議による執行権限を持たせたうえで補正予算や予備費等により執行するなど、適正な執行に努めてきたと

ころである。 

① 2021 年度からは新たな中長期計画のもと、2020 年度までと同様に予算に基づく適正な執行を原則とし

つつも緊急応急措置的な措置は必要に応じガバナンス会議等により経費措置を行うなど、統制された

予算執行の維持をしていく。 

② 予算編成段階において財務比率を注視しながら適正な収支均衡を保つための予算配分を行う。 

③ 外部資金による研究費の充実とその間接経費の確保のため、FD 委員会との連携により科研費説

明会を実施するなど応募に係る情報発信等により獲得啓発を行う。寄付金募集については、恒常

的な募集と並行して、特にコロナ禍による経済状況困窮学生への給付支援を目的とした寄付金を

同時に募集する。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

2021（令和 3）年度は、予算執行途中で未決算により、結果、分析、達成度を示すことは現時点ではできな

いため、前年度の2020（令和2）年度の決算と当初予算計画との比較について下表1のとおり結果を示す（資

料 1、2）。 

収入のうち、学生生徒納付金(*1)については、大学単体・法人全体ともに 2017（平成 29）年度の開学年度

から毎年度の入学定員超過に伴う収容定員超過の影響により増加となり、これに伴い事業活動収入(*2)が増

加した。また、経常費補助金(*2)については、昨今の補助金圧縮率と傾斜配分の高まりが影響しており、当

初よりも減少している。 

支出のうち、人件費支出(*4)については、大学単体・法人全体ともに増加している。この人件費の乖離は、
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教員 1 名分の増員があったこととは別に、四年制大学完成年度を迎えた令和 2 年度末に退職 12 名分の退

職金2,656千円及び退職給与引当金繰入額12,569千円を計上したことが主要因であることから、今回イレギ

ュラーとされる多数の退職者がいないと仮定したときには、計画との乖離はほぼ無い。 

また、教育研究経費(*5)については、大学単体・法人全体ともに支出増のとなり、反面、管理経費(*6)につ

いては、大学単体・法人全体ともに支出減となっている。結果、事業活動支出(*7)は法人全体で支出増とな

った。 

これらのことから、昨年度同様に、設置計画に伴う当初予算計画と乖離しないよう注視しつつも人件費支

出の大幅な支出を抑制し、また、可能な限り管理経費を削減しつつ教育研究経費に重点を置いた経費配分

を考慮した結果である。 

なお、翌年度繰越支払資金(*8)が当初予算計画よりも増加していることは、先に述べた入学定員等超過に

起因しているところが多い。定員超過による教育環境・教育効果への影響が懸念されるため、適正な入学者

の確保すなわち入学定員 100%を今後確保維持したうえで、財務基盤の確立を図っていく必要がある。 

 

 

表 1） 2020（令和 2）年度決算と当初予算計画時予算との対比          （単位：千円） 

 

一宮研伸大学 法人全体 

当初予算 

計画 
Ｒ2決算 差異 

当初予算 

計画 
Ｒ2決算 差異 

事

業

活

動 

収

支 

学生生徒納付

金 (* 1) 
508,560 536,960 

△28,400  

(収入増) 
508,560 536,960 

△28,400  

(収入増) 

経常費補助金 

(* 2) 
83,000 70,121 

12,879 

(収入減) 
83,000 70,121 

12,879 

(収入減) 

事業活動 

収入 (* 3) 
601,790 639,248 

△37,458  

(収入増) 
601,790 639,248 

△37,458  

(収入増) 

人件費 

 (* 4) 
363,234 378,753 

△15,519 

(支出増) 
370,837 385,787 

△14,950 

(支出増) 

教育研究経費 

支出 (* 5) 
149,019 156,050 

△7,031  

(支出増) 
149,019 156,050 

△7,031  

(支出増) 

管理経費 

支出 (* 6) 
65,875 50,212 

15,663 

(支出減) 
66,050 62,298 

3,752 

(支出減) 

事業活動 

支出 (* 7) 
579,128 586,326 

△7,198 

(支出増) 
586,906 605,445 

△18,539  

(支出増) 

翌年度繰越 

支払資金 (* 8) 
- - - 200,750 407,448 

△206,698  

(繰越増) 

 

 

なお、財務比率について、別紙（資料 3）及び下表 2に示すとおり、大学開学年度の 2017（平成 29）

年度から完成年度の 2019（令和元）年度までは、短期大学から大学への移行にかかる設置経費や経常

経費の増大、完成年度までの学年未充足による収入減及びそれに伴う経常費補助金の限定的交付等に

より、各比率が一時的にバランスを欠いた結果となっていたが、令和 2年度は完成年度となったこと

から、財務比率の適正性を図ることができるものとなっている。 

 この財務比率からみる本学の課題の 1つとして、学生生徒納付金比率と寄付金比率からわかるとお

り、寄付金収入が少ないことによりほぼ学生生徒納付金に財源を頼る傾向がある。今後は寄付金募集

に重点を置いた資金確保策を講じる必要があると考える。 
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表 2） 2020（令和 2）年度財務比率（法人全体のもの） 

  

開学初年度 

H29 

(短大最終年度) 

H30 

 

R元 

完成年度 

R2 

同規模 

他法人平均 

事
業
活
動
収
支
計
算
書
関
係
比
率 

人件費比率 85.94% 79.98% 75.89% 60.35% 59.20% 

教育研究経費比率 36.79% 30.67% 28.86% 24.41% 38.40% 

管理経費比率 16.64% 11.43% 12.95% 9.75% 13.60% 

事業活動収支差額比率 △ 39.26% △ 21.79% △ 17.57% 5.62% 8.20% 

学生生徒等納付金比率 92.04% 85.37% 86.81% 84.00% 51.70% 

寄付金比率 0.22% 0.37% 0.10% 0.57% 25.90% 

補助金比率 4.72% 8.27% 10.31% 10.92% 9.40% 

経常収支差額比率 △ 39.37% △ 22.08% △ 17.71% 5.29% △ 11.50% 

貸
借
対
照
表
関
係
比
率 

固定資産構成比率 82.40% 83.15% 84.40% 79.35% 84.70% 

流動資産構成比率 17.60% 16.85% 15.60% 20.65% 15.30% 

固定負債構成比率 2.29% 2.16% 2.25% 2.09% 3.00% 

流動負債構成比率 5.31% 6.08% 5.43% 6.36% 2.80% 

内部留保資産比率 9.84% 7.74% 7.66% 11.47% 41.60% 

運用資産余裕比率 60.79% 49.82% 48.53% 61.42% 3.65% 

純資産構成比率 92.40% 91.76% 92.33% 91.55% 94.20% 

繰越収支差額構成比率 △ 18.27% △ 25.26% △ 31.55% △ 29.97% △ 13.00% 

流動比率 331.66% 277.27% 287.35% 324.96% 543.10% 

負債比率 8.22% 8.97% 8.31% 9.23% 6.10% 

前受金保有率 409.24% 389.32% 376.60% 436.85% 851.20% 

 

外部資金のうち科研費については、別紙(資料 4)のとおりの獲得件数であり、2021年度新規課

題は 1件である。継続課題は 5件であり、教員 33名のうち 6名の科研費獲得は 18.2%の獲得率で

ある。 

寄付金については、昨年度募集した「新型コロナウイルス感染症対応一宮研伸大学学生緊急支

援金制度寄付金」のような緊急性を要する寄付金募集を行っておらず、通常の寄付金募集に移行

している。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表

記は不可） 

支出については、財務比率に注視しながら、毎年度の適正な予算計画及び措置から執行時の細部に至

るまでを徹底管理していく。併せて、教員の人員構成の見直し、授業計画に伴う教育研究経費の適切な配分

方法の検討など、見直しを不断に実施する。 

収入については、学生生徒納付金収入に寄るところが大きく、収入増加方策とはまさに学生数増加と同義

であり財務基盤の安定の根幹であると言える。しかしながら、本学は入学定員、収容定員ともに 100%を満た

す学生数を維持できており財務基盤の安定化の観点からは十分な要件を満たしているといえるが、一方でこ

れ以上の学生生徒納付金収入の増加すなわち資金収入の増加は見込めない。そのため、先述の寄付金比

率からもわかるとおり、寄付金収入が見込めない状況からの脱却をしさらなる収入の増加に繋げなければな
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らないため、寄付金募集活動を活性化させる。 

 次に、外部資金のうち科研費の獲得により、研究者自身の研究資金の確保のみならず、研究機関の

研究環境整備等に充てることができる間接経費を併せて獲得することができる。そのため、その獲得

率を上昇させることが必須であり、まず、一般的な他大学の獲得率の目標と実績及び取組状況を検証

するとともに、これを反映させ獲得率上昇に向けた具体的対策を講じる。また、これに併せ、学内個人

研究費については段階的に削減する方向とし、外部資金による研究費確保の重要性と必要性を高め、

外部資金獲得環境を促進する。 
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２０２１年度  （部署名）総務課会計係 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準５ 【経営・財務と管理】 

領域 ５．会計 

評価の視点 ① 会計処理の適正な実施 

② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

基本目標 

1. 学校法人会計基準、経理規程等に基づき適切に会計処理を行う。 

2. 監事監査の適切な執行、理事者、監事、監査法人との三様による意見交換等により適切な監 

査体制を実施する。 

2021 年度の達成目標 

① 学校法人会計基準、経理規程等に基づき適切に会計処理を行う。 

② 監事監査の適切な執行、理事者、監事、監査法人との三様による意見交換等により適切な監査体

制を実施する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

① 学校法人会計基準に従い計算書類を誤謬無く正確に記載し、また、経理規程等の定めに従い会計

処理、予算決算手続きを行った。 

② 監事監査は、令和 3 年 5 月 27 日の理事会前に行われ、事業年度の理事の業務執行や財産の状

況、事業計画の進捗、入学生と在学生の在籍状況、その他の運営教学事項等について監査した。

また、令和 3 年 12 月頃には理事長、監事、監査法人、法人事務局長を含む三様監査を実施する予

定であり、大学の教学運営の進捗状況の伝達や監査法人による監査状況報告等を行う予定であ

る。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

① 学校法人会計基準に従い計算書類を誤謬無く正確に記載しており問題はない。また、経理規程等

の定めに従い会計処理、予算決算手続きを行っていること、かつ、これについて監査法人からの監

査及び指導助言等が行われていることからも、特に問題なく適切に執行できている。 

② 監事監査は、事業年度の理事の業務執行や財産の状況、事業計画の進捗、入学生と在学生の在

籍状況、その他の運営教学事項等について、その項目や内容について適切に監査されている。ま

た、理事長、監事、監査法人、法人事務局長を含む三様監査を実施したことについて、大学の教学

運営現状と監査状況の把握及び今後の課題等について共有できており、有用な三様監査を実施で

きている。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

① 次年度以降も引き続き学校法人会計基準及び経理規程等を遵守した会計処理等を行うとともに、監

査法人の監査等を通じ、会計処理の合規性と正確性を担保する。 

② 引き続き同様に事理事の業務執行や財産の状況、事業計画の進捗、運営教学事項等の監事監査

を行い、理事長、監事、監査法人との三様監査により連携と共有を不断にしつつ、新たな課題が等

についての認識を共有していく。 
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２０２１年度  （部署名）看護地域創成研修センター  

自己点検・評価報告書 

JIHEE基準・領域 

基準 基準 A 【地域社会貢献】 

領域 地域社会への貢献に関する目標 

評価の視点 ①大学と地域とで連携・協働した教育支援支援体制の整備 

 

基本目標 

１． 地域に密着し、教養・技術の向上はもとより地域の要請や情勢に対応した教育や支援に関する活

動を実施する。 

2021年度の達成目標 

１．本学を含む地域の病院・介護・福祉施設に対して、当センターがもつ 4 つの部門（看護基礎教育部

門・継続教育部門・研究支援部門・地域連携部門）の事業を実施する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

１．看護基礎教育部門では、在学生に対するキャリア形成支援として講師（院外含）によるストレスマネジ

メント、レジリエンス等の研修（講義）を実施する。 

２．継続教育部門では、卒業生への就業継続支援としてホームカミングデイを実施し、大学内のキャリア

支援委員会と協働し、教職員への相談・卒業生同士の情報共有の機会を作る。 

３．研究支援部門では大雄会の看護職に対する研究支援を行うことを目的にニーズ調査を行い、研究

支援の方法を決定し実施する。 

４．地域連携部門では、地域住民が開催する健康に関するイベントに参加・後援し、今後、当センター

ができる支援内容を見出す。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

１．9 月 13 日 （参加者 96 名、WEB 参加者 11 名）院外講師による在学生を対象にテーマ「困難を乗り

越えるために」の研修を行った（資料１）。研修直後の学生のアンケート結果（資料２）から約 80%がこの

研修が役にたったと答えており、約 90%も今後も研修を受けたいと回答していた。自由記述では「自分の

心の有り様や心構えを知ることが出来た」、「看護師として働きギャップを感じた時にストレスマネジメン

トをとれるようになりたいと思った」、「実習に行けないなか、入職後のことをとても不安に思っていたの

で話を聞くことができてよかった」「気持ちも少し軽くなった」などの感想が多く寄せられた（資料３）。 
ストレスマネジメント、レジリエンスに関しての効果に有無については、今後の退学者、卒業生の早期離

職数を把握し分析する必要がある。 

２．ホームカミングデイは 8月に実施し 14名の参加があった（資料４・５）。先行研究からは入職 3か月後

にリアリティショックに由来する離職意思が高くなることが報告されていることから、実施時期は遅いと考

える。実施後の変化は卒業生から卒業生の様子などの情報提供があり、大学と卒業生の距離が近くな

ったことが挙げられる。今後はキャリアサポート委員会と協働をし、在学生と卒業生とのネットワーク作り、

就職先との情報共有が必要である。 

３．主な実習病院である大雄会病院に対し、研究支援に対するニーズ調査を実施した（資料６）。その結

果、調査協力者が少なく、調査方法については今後の課題となった。その中で、研究経験があるほど研

究支援ニーズが高く、一方、研究経験の少ない看護職は研究支援ニーズが低い傾向にあることはわか

った（資料７）。看護実践者が看護研究を行うことは、地域が要請する看護実践の提供に資すると考える
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ことから、研究経験の少ない看護職を対象にした研究支援を行う必要性があると考えられた。また、地

域施設、団体から依頼のあった研修に学内の教員が講師として出張しニーズに応えたのは16件であっ

た（資料８）。今後本センターの役割をさらに拡げ、地域施設の看護の質の向上に寄与することが必要

である。 

４．地域への密着という点では、本年度、住民と一宮市の事業である「貴船連区ウオーキング大会」（学

生 28 名、教員 3 名）が参加した（資料９）。 

なないろ訪問看護ステーション主催の「なないろ地域の保健室」（学生参加 9 名、教員２名）が参加した

（資料 10）。地域住民と今回のイベントには今までになく多数の学生が参加している。学生の地域の活

動、ボランティアへの関心は高まっているといえた。 

 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

看護地域創成センターの 4 つの役割を機能させる。 

１．看護基礎教育部門では、、就学困難者、退学者をださないために、引き続き在学生へのレジリエン

スを強くする研修とそのフォローアップ研修を計画・実施し、キャリア形成支援を行う。 

２．継続教育では、卒業生の離職の実態を把握する調査を行う。就職先と卒業生本人からの情報提供

を受ける機会をタイムリーにもつ。 

ホームカミングデイを 6 月に実施する。卒業生による相談会などの開催（在学生と卒業生のネットワー

ク作りを行う）を計画する。 

３．大雄会の研究支援を開始する。さらの研究支援を行う病院として実習施設にセンターから声をかけ

る。 

４．一宮市 SDGｓサポート事業の目標を達成する。 

SDGｓのゴールを「すべての人に健康と福祉を」、「住み続けられるまちづくりを」、「パートナーシップで

目標達成を」の 3 点とした。一宮市役所及び保健医療機関と連携し、地元住民が気楽に集える健康に」

関する場の創設のために、マーケティングをしたうえで計画立案する。 

５．来年度の創立記念研修で、地域の保健医療福祉機関の従事者・住民を巻き込んだテーマでの研修

開催、地域行事への参加を計画的に行い、本学との距離を近くし、地域住民から信頼される大学とな

る。 

 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）広報委員会（HP管理） 自己点検・評価報

告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準 B 【情報公開、説明責任】 

領域 情報公開・説明責任に関する目標 

評価の視点  

 

基本目標 

1． 本学の教育、研究、運営に関わる情報を公開し、使命の達成概要を学生・保護者及び関連

機関に向けて発信する。 

2021 年度の達成目標 

1. 学校教育法施行規則 第１６５条の２に基づく大学の方針が公表されているか評価する 

2. 学校教育法施行規則 第１７２条の２に基づいて教育研究活動等の状況についての情報が公表さ

れているか評価する 

3. 学校教育法施行規則第１７２条の２第２項に基づいて教育課程を通じて修得が期待される知識・

能力体系についての情報が公表されているか評価する 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

1. 学校教育法施行規則 第１６５条の２ の大学の方針が公表されているか評価する 

(1)卒業の認定に関する方針 

(2)教育課程の編成及び実施に関する方針 

(3)入学者の受入れに関する方針 

2. 学校教育法施行規則 第１７２条の２ の教育研究活動等の状況についての情報が公表されてい

るか評価する 

(1) 教育研究上の目的（学部・学科・課程等ごと） 

(2) 教育研究上の基本組織（学部，学科，課程等の名称） 

(3) 教員組織，教員数（男女別・職別），教員の保有学位・業績 

(4) 入学受入方針，入学者数，収容定員，在学者数，卒業者数，卒業後の進路（進学者数，就職者

数，主な就職分野等） 

(5) 授業科目の名称，授業の方法・内容，年間授業計画 

(6) 学修成果の評価の基準，卒業認定の基準 

(7) 校地，校舎等の施設・設備その他の教育研究環境（キャンパス概要，運動施設の概要，課外活

動の状況とそのための施設，休息を行う環境，主な交通手段等） 

(8) 授業料，入学料その他の費用徴収，寄宿舎・学生寮等の費用，施設利用料等 

(9) 学生の修学，進路選択，心身の健康等の支援（留学生支援や障害者支援等の様々な学生支援

を含む） 

3. 学校教育法施行規則第１７２条の２第２項 教育課程を通じて修得が期待される知識・能力体系

（どのようなカリキュラムに基づき，どのような知識能力を身に付けるか）についての情報が公表されて

いるか評価する 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

 1. 学校教育法施行規則 第１６５条の２ の大学の方針が公表されているか評価する 

(1)卒業の認定に関する方針 

 本学の方針として設定されたディプロマポリシー（学位授与方針）が、本学ホームページ

（https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html）に公表されている(資料 1）。2022 年度入学者向け

の本学大学案内 p14 にも掲載されている（資料 2）。 

(2)教育課程の編成及び実施に関する方針 

 本学の方針として設定されたカリキュラムポリシー（大学の教育課程の編成・実施方針）が、本学ホ

ームページ（https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html）に公表されている(資料 1）。2022 年度

入学者向けの本学大学案内 p14 にも掲載されている（資料 2）。 

(3)入学者の受入れに関する方針 

https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html%EF%BC%89%E3%81%AB
https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html%EF%BC%89%E3%81%AB
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 本学の方針として設定されたアドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）が、本学ホームページ

（https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html）に公表されている(資料 1）。2022 年度入学者向け

の本学大学案内 p19 にも掲載されている（資料 2）。 

2. 学校教育法施行規則 第１７２条の２ の教育研究活動等の状況についての情報が公表されてい

るか評価する 

(1) 教育研究上の目的（学部・学科・課程等ごと） 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 2 ページに掲載され

ている。 

(2) 教育研究上の基本組織（学部，学科，課程等の名称） 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 3 ページに掲載され

ている。 

(3) 教員組織，教員数（男女別・職別），教員の保有学位・業績 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 4-7 ページに掲載さ

れている。 

(4) 入学受入方針，入学者数，収容定員，在学者数，卒業者数，卒業後の進路（進学者数，就職者

数，主な就職分野等） 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 8-9 ページに掲載さ

れている。 

(5) 授業科目の名称，授業の方法・内容，年間授業計画 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 10 ページに掲載さ

れている。 

(6) 学修成果の評価の基準，卒業認定の基準 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 11-13 ページに掲載

されている。 

(7) 校地，校舎等の施設・設備その他の教育研究環境（キャンパス概要，運動施設の概要，課外活

動の状況とそのための施設，休息を行う環境，主な交通手段等） 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 14 ページに掲載さ

れている。 

(8) 授業料，入学料その他の費用徴収，寄宿舎・学生寮等の費用，施設利用料等 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 15 ページに掲載さ

れている。 

(9) 学生の修学，進路選択，心身の健康等の支援（留学生支援や障害者支援等の様々な学生支援

を含む） 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

https://www.ikc.ac.jp/education/policies.html%EF%BC%89%E3%81%AB
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information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 16-18 ページに掲載

されている。 

3. 学校教育法施行規則第１７２条の２第２項 教育課程を通じて修得が期待される知識・能力体系

（どのようなカリキュラムに基づき，どのような知識能力を身に付けるか）についての情報が公表されて

いるか評価する 

 本学のホームページの情報公開に関するページ（https://www.ikc.ac.jp/information/public-

information.html）中の「令和 3 年度 一宮研伸大学開示情報」にリンクされている PDF ファイル

（2021officialannouncement.pdf)中に公開されている（資料 3, 4)。該当の内容は 19-20 ページに掲載

されている。 

 ま た 、 本 学 の ホ ー ム ペ ー ジ の 情 報 公 開 に 関 す る ペ ー ジ

（https://www.ikc.ac.jp/information/public-information.html）中の「令和 3 年度 全授業計画」にリン

クされているPDFファイル（2021syllabusall.pdf)中に本学の全てのシラバスが公開されている（資料 3, 

5)。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

 法令に基づく情報公開がなされているか点検を行った結果、本学のホームページ及び大学案内

ですべての情報について公開されていることが確認された。したがって、本学の教育、研究、運営に

関わる情報は公開されていると言える。 

 情報を公開しているホームページにおいては閲覧制限があるページではなく、インターネットにア

クセス可能なすべての端末からアクセス可能なページに情報が存在した。ホームページの文章、或

いは閲覧ソフトが無料で公開されている PDF 形式のファイルで情報が公開されていた。本学大学案

内についても本学開催のイベントはもとより、本学が参加するイベントにおいても積極的に配布され

ている冊子であり、積極的に情報公開している媒体である。したがって、本学が公開すべき情報を学

生・保護者及び関連機関に向けて発信していると言える。 

 情報公開について問題点は見られない。 



 

 一宮研伸大学 

２０２１年度  （部署名）総務課 自己点検・評価報告書 
JIHEE 基準・領域 

基準 基準 B 【情報公開、説明責任】 

領域 情報公開・説明責任に関する目標 

評価の視点  

 

基本目標 

1． 本学の教育、研究、運営に関わる情報を公開し、使命の達成概要を学生・保護者及び関連

機関に向けて発信する。 

2021 年度の達成目標 

法令及び規程等に基づき、教育・研究及び運営に関わる情報を公開する。 

また、公開した情報の正確性を高めるため、根拠資料を確保する。 

実施内容 ：達成目標に対して、自部署としてどのような取組を行うか？ 

法令及び規程等に基づき、教育・研究及び運営に関わる情報を公開できるよう、各部門が保有し

ている情報を集約する。 

また、公開した情報の正確性を高めるため、根拠資料を確保する。 

点検・評価 ：達成度、効果があがっている、もしくは改善が必要な事項はなにか？ 

法令及び規程等に基づき、教育・研究及び運営に関わる情報を集約し、一宮研伸大学 HP 内（別

添１）に公開した。 

次年度以降の改善・改革に向けた方策 ：問題点は具体的にどうすれば改善・解決できるか？ 

（「必要である」「課題である」「検討する」」「望ましい」「期待される」「重要である」といった表記は不可） 

法令及び規程に基づき、教育・研究及び運営に関わる情報を集約し公開しており、この状況を維

持できるよう各部門に根拠となる資料の正確性を求めていく。 
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	本学ホームページにおいて、資格取得サポートについて掲載しているページの中に助産師課程について説明している内容があり、そこに助産師課程のアドミッション・ポリシーについても掲載されている。今年度も本学ホームページ（https://www.ikc.ac.jp/support/qualification.html）に掲載されている（資料7）。継続的に掲載されていることが確認された。
	本学ホームページにおいて、入試情報について紹介しているページがあり、そこに本学のアドミッション・ポリシーと助産師課程のアドミッション・ポリシーが掲載されている本学募集要項に掲載する。今年度も本学ホームページからのPDFファイルへのリンク（https://www.ikc.ac.jp/admission/pdf/2022_bosyu.pdf）が貼られ、募集要項ファイルが掲載されている。継続的に掲載されていることが確認された（資料8）。
	本学アドミッション・ポリシーのみが掲載されている入試ガイドも継続的に掲載する。今年度も本学ホームページからのPDFファイルへのリンク（https://www.ikc.ac.jp/admission/pdf/exam-guide2022.pdf）が貼られ、入試ガイドファイルが掲載されている。継続的に掲載されていることが確認された（資料9）。
	１）オープンキャンパス来場者に対して、本学のアドミッション・ポリシーの認知について調査する
	オープンキャンパス参加者に対するアンケート調査を行い、本学のアドミッション・ポリシーについてどこで認知したのか調べた（資料1）。「本学のアドミッション・ポリシーをどこで知りましたか？」との質問に「大学ホームページ」との回答が91件（56.9％）、「大学パンフレット」との回答が75件（46.9％）、「本日のオープンキャンパス」との回答が52件（32.5％）、「まだ知らない」との回答が5件（3.1％）であった。本学オープンキャンパス終了後に本学のアドミッション・ポリシーを知らない参加者はほとんどいな...
	広報活動における本年度のアドミッション・ポリシーの周知方法において評価を行ったが、現状取れる手段において十分に広報をおこなっていると思われる。オープンキャンパスでは、最初の大学の説明の中でアドミッション・ポリシーについての内容を含んでおり、参加者のうち、本学のアドミッション・ポリシーを知らない学生への広報が行われていた。大学案内(2022年度版）には、昨年度と同じ大きさでアドミッション・ポリシーを掲載することを目標としている。入学生を確保するための広報物としての大学案内では、これ以上の紙面を割く...
	本学のアドミッション・ポリシーの周知は十分に行われており、これ以上の強化は他の広報内容を圧迫すると思われるので、必要ないと思われる。

	基準2-1-2入試委員会部署別報告書(榊原)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）入試委員会　U自己点検・評価報告書
	２． アドミッション・ポリシーに沿った選抜方針や入学定員を明確にし、入学者を受け入れる。
	１．一般選抜、学校推薦型選抜においては、引き続き、アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜を行う。
	１）受験生の利便性を配慮して、インターネット出願を継続する。
	２）大学共通テストの導入に伴い、一般選抜に加えて、大学共通テストを利用した選抜を継続する。
	３）推薦入試の受験者増を目指した対応策を継続する。
	２．試験問題の業者チェック体制を取り入れ、公開を継続する。
	３．指定校との懇談会参加者、および近隣高校との懇談会参加者を増やし、優秀な学生の推薦・応募を要望・要請する。
	４．入学前教育の充実・強化をするために、進研アドの委託しその成果をみる。
	５．各選抜方法によるこれまでの入学者の学修成果を踏まえて、入試選抜方法について検討する。
	１-1)　受験者の利便性、事務作業の効率化を配慮し、インターネット出願を継続した。
	１-2)　入試選抜方法は、一般選抜に加えて、大学共通テストを利用した選抜を継続実施した。
	１-3)　推薦入試についても、「学校推薦型選抜」での内申点基準はなくして、前年同様に実施した。
	２．入試問題の質確保のため、出題予定問題の専門業者への事前チェック体制を継続した。情報公開として、過去の入試問題の公表も継続した。
	３．指定校との懇談会を実施し、卒業生の実績（国試合格率や就職先病院など）を紹介した。近隣高校との懇談会は、コロナ禍の影響で中止した。
	４． 入学前教育の進研アドの委託内容（入学前教育の内容）について検討し、論理的思考のプログラムを入れることを確認した。
	５．3年次編入学選抜は、希望者がほぼゼロであることから、今後学内手続きを経て中止することにした。
	６．入試選抜別の入学者について、入学後の学修成績のデータも整理して、指定校の適否、各入試選抜方法の改善に生かすことにした。検討の結果、指定校推薦の合格判定を学校推薦とは別枠で実施することにした。
	１‐1～3)　前年と同様に継続実施し、運用において大きな問題はなく、効果的であった。
	２．入試問題の専門業者への事前チェック、過去の入試問題の公表を継続し、効果的であった。
	３．昨年はコロナ感染症の影響で実施できなかった指定校との懇談会を実施し、初めての卒業生の実績（国試合格率や就職先病院など）などを紹介し、有意義な情報交換が行えた。
	４．入学前教育の進研アドへの委託内容（入学前教育の内容）について検討し、「生物」のかわりに「論理的思考」のプログラムを入れることを確認した。
	５．3年次編入学選抜は、希望者がほぼゼロであることから、中止の手続きをとることにした。
	６．推薦選抜の合格判定を指定校推薦と学校推薦とを別枠で実施することで、より合理的な選抜が可能になった。
	１．入試選抜の方法は、インターネット出願、選抜方法、入試問題の専門業者への事前チェックなどは、有効に経過しており、来年度以降も同様に継続する。
	２．3年次編入学選抜は、中止の手続きをとる。
	３．指定校および近隣高校との懇談会は、受験生の増加を目指すためにも、実施を企画する。
	４．入試選抜別の入学者について、入学後の学修成績のデータも整理して、指定校の適否、各入試選抜方法の改善に生かす。IR委員会メンバーとの連携を強める。

	基準2-1-3入試委員会部署別報告書(榊原)20220128(a)
	基準2-2学生委員会部署別報告書(小倉)20220128(a)
	基準2-2学務課学生係部署別報告書(大脇)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）学務課学生係U　自己点検・評価報告書
	１.学修支援に関する計画を立案し、教職員協働の基に実施する。
	2.保護者と大学との連携体制を強化し、支援を相互理解・協働により充実する。
	１）保護者向けガイダンスやIT環境（メール、ポータル、Edmodo等）などを通じ、学生及び保護者へ学修支援体制の整備状況を伝える。
	２）アドバイザーと保護者の個別相談について周知をするとともに、成績低迷者に対しては、保護者来校のうえ、直接面談できるように依頼する。
	3）本年度予算の関係で実現できなかった、学生と保護者がS、S履修状況や成績などを共有できる方法（保護者用個別ポータルサイトなど）の段階的計画を作成する。
	１） 令和３年６月１９日（土）午後１時からの保護者向けガイダンスについて、今年度は、Web開催で実施したため、事前に参加の有無を確認の上、ZoomのURLをメールで送付した。
	なお、当日は、１年36名、２年13名、３年14名、４年13名の事前予約に対して75名の参加があり、学修関連事項、学生生活関連事項等の取り組みを説明し、質疑に対応した。
	また、国家試験対策やキャリア支援については、外部講師による講座を開催し、情報提供を行った。
	２）コロナウイルス感染症対策委員会の指示を受け、昨年度に引き続き、「健康チェック」を学生に配信し、方向を行わない学生に対しては、アドバイザー教員とともに日々の健康状態を把握に努めた。
	１）保護者向けガイダンスを実施したことで、現在の学習関連事項、学生生活関連事項の共有をすることができた。しかし、コロナ禍であったため、参加人数が少なかったことから録画し、より多くの保護者へ共有が必要である。
	２）健康チェックの提出率が低く、全体の確認が取れていない。
	１）保護者向けガイダンスをZoomによるオンライン配信をするとともに、録画し、当日参加できなかった保護者にも共有できるようにする。
	なお、保護者と学生に対して、成績を来年度導入予定の教務システムを使用し、履修状況及び成績の共有をポータルサイトで実施し、保護者及び学生に周知の徹底を行う。
	また、学納金振込用紙発送が電子化した際に、成績表配布も電子化できるように準備を進める。
	おって、学生カルテの導入に伴い、アドバイザーと学生との面談に活用し情報共有の円滑化を図る。
	２）健康チェックについて、現在のGoogleフォームでは提出率が悪いため、新教務システムのアンケートフォームを利用することで、システムを１本化し、提出率を高める。

	基準2-2実習委員会部署別報告書(増永)20220128(a)
	基準2-3-1キャリア支援委員会学務課報告書(加藤)20220128(a)
	基準2-3-1学務課学生係部署別報告書(大脇)20220128(a)
	基準2-3-2国試対策委員会部署別報告書(田辺)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）国試対策委員会　U自己点検・評価報告書
	２． 初年次より継続的に国家試験対策を実施する。
	１）看護師の国家試験対策は１年次より、助産師の国家試験対策は助産師課程学生に対して３年次より継続的に実施する。
	２）学生委員やアドバイザー教員と協働し、学修支援の充実を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）IR(Institutional Research)活動を行う組織との連携を進め、入学前教育を含む模試等の結果を分析し、成績が伸び悩む学生への改善策を検討する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...
	５）国家試験対策支援の評価として、各対策講座は出席率や講座の満足度（日程・内容・講師・費用を含む）、模試成績と復習課題をもって評価する。該当年次の国家試験合格率にて最終評価を行う。
	６）国家試験不合格者（既卒生）に対して、既卒受験手続、対策講座や模試の案内等、支援する。
	1）年間スケジュールを作成する｛資料1｝。
	1）-14年生は、4月に春季講座、5月から翌1月まで6講座の動画配信、対面による計算問題講座を実施する。同時に、月一回のペースで業者模試を実施し、成績が伸び悩む学生への支援を強化する。また、各模試の結果の推移を作成し、アドバイザー会等に発信していく。
	1）-13年生は4月にガイダンスと模試、8月に夏季講座、9月に模試を実施する（さわ研究所）。
	1）-12年生は4月にガイダンスと模試、8月に夏季講座を実施する（さわ研究所）。
	1）-11年生は、基礎固めとして入学前に引き続き基礎力リサーチを実施する。また、解剖学講義担当教員の意見に基づき、さわ研究所の解剖ノートを購入（通常3年次）し、復習により基礎力強化する。
	2）-14年生の学年担当委員は、学生委員と積極的なかかわりを持ち、これまでの国家試験対策の満足度に関する学生委員の意見を聞き、思いをくみ取り、次年度に活かす。また、模試の結果（推移）をアドバイザー会に提示し、各領域を含めて弱点補強を考えていく必要がある。
	2）-13年生・2年生ともに学生委員の役割を明確化したものを作成し｛資料2｝、円滑に協働できる体制を整える。3年生・2年生ともにアドバイザー教員への依頼事項を作成し｛資料3｝、教授会で共有して、円滑に協働できる体制を整える。
	3）入試区分と入学後の成績、その後の学習面への取り組みとの関連について分析する。
	4）-1全員合格に向けて、対策講座や模試に加え、前期と後期で面談を実施する。
	4）-1昨年同様、各学年の担当委員を決め、学生委員と連絡を取り、国家試験対策講座の日程調整や準備を行い実施する。
	5）-14年生は、これまでの国家試験対策の満足度調査を自主的に発案、教員の指導の下修正し、Google formによるアンケートを実施し、学生の国家試験対策満足度を評価する。5）-1 3年生は9月の模試の実施後に、2年生は8月の夏季講座の実施後に、それぞれGoogle formによるアンケートを実施し、学生の国家試験対策満足度を評価する。
	6) 4月に既卒生3名と面談して国家試験対策の情報提供（利用可能な講座・模試等）を行う。その後はメールにて対策状況を確認し相談に応じる。既卒受験手続は引き続き事務局が支援する。
	1）-1から1を実施した。特に4年生の場合は負担額が大きいため、金額を含めた資料を全体の学生と成績低迷者に分け作成し配布した｛資料4・5｝。
	改善点として、昨年の反省を生かし、各学年の学生委員への依頼を行ったが、1-2年生に関してはコロナ禍の影響や目前のことではないこともあり教員中心となってしまった。また、1年生は後期も国家試験対策の基礎となる解剖生理の成績不振者が多く、基礎力リサーチ2回目のアンケートより勉学に対するモチベーションが低いことがわかった。
	2）-1模試の結果の推移をアドバイザー会にて提示し｛資料6｝、国家試験対策講座の講師とも情報を共有した。12月の模試では全体平均がアップし、効果的な学修支援を提供できたと考えられた。
	2）-1 3年生の学生委員から模試復習課題の未達成者に対するペナルティが提案される等、国家試験対策における学生委員の主体性がみられた。また、アドバイザー教員による学生への事前の働きかけも行われ、模試復習課題の達成率が上昇した。
	3）入試区分と入学後の成績、その後の学習面への取り組みとの関連について分析した結果をアドバイザー会に提示し｛資料7・8｝、課題を共有することができた。
	4）-1コロナ禍でもあり、業者による面談は実施できなかった。その代わり、4年生担当の国試対策委員がアドバイザー教員も交え、模試の成績が伸び悩む学生の面談を行い、成績の向上を認めた。家庭の事情でなかなか学習環境が整わない学生に対して、アドバイザー教員や学校の協力を得て、入寮するなど環境整備できた事例もあった。しかし、個別支援の在り方に課題が残った。
	5）-1学生の満足度調査の結果を踏まえ｛資料9｝、次年度以降の学生に活用していくこととなった。また、業者にも結果を伝え、改善を求めていくこととした。対策講座の集金に関して、学務課の協力により、次年度より一括集金とする予定であり、学生や担当教員の負担が軽減されると考えられる。
	5）-14年生が実施した満足度調査を基に、次年度の国家試験対策に関して3年生の学生委員との話し合いを計画した。12月に学生委員によるアンケートを実施し｛資料10｝、その結果で次年度の国家試験対策を業者も交えて検討している。
	6）2名はあすかゼミナールの椎名講師による休日クラスを受講し、1名はmediLink看護を受講となった。後期の外部模試に既卒者も参加、各自の模試の成績も上向いてきた。
	１）継続的な学習習慣が身に付いておらず、高学年になっても基礎的な知識に乏しい学生やそれに伴いモチベーションが低い学生が少なくないため、非常勤講師や業者講師の助力を得て、１年次前期より介入することで、学習困難者の軽減を図る。
	２）これまで通り、学生委員やアドバイザー教員と協働するとともに、業者講師らとも情報を共有し、学習困難者に対する学修支援を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）IR(Institutional Research)活動を行う組織との連携を進めるため、これまでのデータを共有し、さらなる分析を依頼する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...
	５）対策講座ごとの出席率や講座の満足度調査をフィードバックする。
	６）国家試験不合格者への支援を継続する。

	基準2-4-1,2学生委員会部署別報告書(小倉)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）学生委員会　U自己点検・評価報告書
	1.奨学金の貸与に関する支援体制を強化する。
	2.学生の課外活動等への支援体制を強化する。
	１.奨学金を必要とする学生への情報提供や手続きを支援する。
	２.各種奨学金の特徴を理解し、学生にとって最適な奨学金を案内する。
	３. ガイダンスやポータルサイト等を利用し、サークル・クラブの立ち上げの推進を図る。
	４.コロナ禍におけるサークル・クラブ活動の持ち方について検討する。
	５.課外活動での学年間交流ができる場を推進する。
	1.掲示板やポータルサイト、メールで随時学生に情報提供を行い、希望者に手続きの支援を行った。1年生～4年生の奨学金貸与について、資料1の通り1年生(n=40)、2年～4年(n≒20)の回答では、日本学生支援機構を受けている学生が多くを占め、数名が病院奨学金を受けている。
	２.学生からの相談内容にそって、学生の希望にそった奨学金を案内した。
	３.2020年度は、新型コロナウィルス感染症拡大、緊急事態宣言発出等により、サークル・クラブ活動の制限が続き、コロナ禍の影響を受けて、全てのサークル・クラブが消滅した(2021年3月)。
	2021年度前期においても新型コロナウィルス感染症「第5波」緊急事態宣言発出等により、サークル・クラブ活動を中止せざるを得ず、サークル・クラブ活動の立ち上げの推奨を行えていない状況である。後期は新型コロナウィルス感染症の収束を見据えながら、まずは、サークルの立ち上げについて、全学生に推奨する方法を検討し実行する予定である。
	４.後期は、学生委員会でサークル活動のオンライン利用について検討し、オンライン活用法を学生に情報提供する。
	５.課外活動も新型コロナの影響を受けて制限を強いられている。課外活動のひとつである「研伸祭」は、10月15,16日オンラインにより実施する。学生委員会支援のもと1，2年を中心に、同時双方向 型、動画配信を併せて7企画を実施する予定である。また、全学生への参加呼びかけ及び、教員への参加協力の依頼を行うよう進めている。
	1,2-1)1年生～4年生の奨学金貸与について、地方自治体奨学金受給者4名、日本学生支援機構の奨学金制度受給者は、214名であり、学生への情報提供等の対策による効果であると考える。
	1,2-2)機関病院の修学支援制度について、毎年1年生を対象に周知、支援を行っているが、今年は3年生対象の「特別看護師奨学金」依頼が入り、当該学生に周知し3名の応募者の面接を行った。さらに、公的な奨学金だけでなく、他の医療機関の修学支援制度や手続き方法等を周知・支援する必要がある。
	1,2-3)病院奨学金の場合は、一定期間就業することが条件となっており、学生時代から看護のキャリア形成を踏まえて、返還までの時期を見据えた貸与について支援する必要がある。
	1,2-4)「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について、募集から推薦する期間が短かったが、学生に対し分かりやいチラシを作成し、募集案内を行った。なお、申請に当たっては、ヒヤリングを実施の上、９名を推薦した。
	3,４. サークル・クラブ活動について、一部の学生からサークル活動の要望があり、1年生から先輩との交流の場が欲しいとの声が上がっている。学生委員会ではますはサークル活動の立ち上げを推奨するために、学生共有のオンライン(Edmodo)にポスターをアップロードし周知を図った(資料2)。また、顧問を務める教員にも配信し協力を依頼した。しかし、新型コロナウィルス感染症第6波の影響もあり、学生からの要望がなく、具体的な立ち上げ推奨には至らなかった。新入生を迎える4月に全学年を通したガイダンスにおいて、サーク...
	５.課外活動のひとつである「研伸祭」を10月15,16日オンラインで実施した。1，2年生の実行委員が主体的にテーマを決めて、５企画はオンデマンドの配信、1つ双方向による学生参加型の企画を実施した(資料3)。コロナ禍を受けて、オンライン開催の決定と準備が8月頃から開始したことも影響し、１企画は準備不足で開催に間に合わないという事態が起こった。アンケートの回答数が少なく、全体的な意見として捉えることはできないが、企画の満足度が高く、初めてのオンライン開催において好意的な意見を頂きいた(資料4)。学生委...
	1,2_1)公的な奨学金制度、医療機関の修学支援制度の手続き・利用方法のガイダンスを実施する。
	1,2-2)引き続き、公的、医療機関の修学資金制度の利用状況を把握するためにアンケート調査を実施する。
	1,2-4）３年生対象の大雄会奨学金について、大雄会の採用グループから直接奨学金の説明を学内で実施して頂き、応募人数を増やすように努める。
	1,2-3)アドバイザー制度を利用し、アドバイザー教員による病院奨学金制度受給の状況の確認と、一定期間の就業の意思、キャリア形成について話し合う機会を設ける。
	3,４)コロナ禍の状況を鑑みて、全学年を通してサークル活動の推奨と支援について、学生委員会で現状に則した支援の方法を検討し実行する。
	5.研伸祭について、オンライン開催の手応えを活かして、学年の交流がより深まる研伸祭の企画と運用の支援を行う。

	基準2-4-1,2学務課学生係部署別報告書(大脇)20220128(a)
	基準2-4-3学生委員会部署別報告書(小倉)20220128(a)
	基準2-4-3学生相談室部署別報告書(小倉)20220128(a)
	基準2-4-3学生相談室部署別報告書(大脇)20220128(a)
	３）健康チェックの提出率が低く、全体の確認が取れていない。

	基準2-4-3労働安全衛生委員会部署別報告書(村上)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）労働安全衛生委員会　U自己点検・評価報告書
	３． 学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を強化する。
	①学生委員会と連携して、学生生活の安定のため支援を実施していく。
	②学生の支援体制を強化するために、学校看護師と連携し、心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を整える。
	③臨地実習の際必要になる麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種を忌憚なく進める。
	①学校看護師は学校医の指示・助言を受けながら、学生の健康診断の取りまとめを行い、問題がある場合は状況・対応の内容を校医に報告をし、支援を行っていく。
	また、麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種状況を調査し、基準に満たない学生については指導を進める。
	① 学校看護師は、学校医の指示・助言を受けながら、学生の健康診断のとりまとめを行い、健康診断結果から経過観察する学生の抽出や各種データの整理を行った。
	② 麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種状況を調査し、基準に満たない学生については指導を進めた。なお、より丁寧に指導を要する学生には、授業終了後などに時間を調整して個別対応にあたった。また進捗状況などを確認するため学生と随時メールでのやり取りで対応した。
	①・②については、資料1・2を添付いたします。
	① 引き続き学生委員会と連携して、学生生活の安定のため支援を実施していく。
	② 学校看護師の勤務日数を増やし、学生の支援体制を強化することで、心身に関する健康相談、心的支援、生活相談などの支援体制を整える。
	③ 麻疹・風疹等の各感染症に対するワクチン接種を引き続き進める。

	基準2-5-1,3,5総務課部署別報告書(藤田)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）総務課　U自己点検・評価報告書
	1．　校地　校舎等の学修環境を整備し、適切な運営管理を実施する。
	3．　バリアフリーの観点から、構内施設・設備の問題点を抽出し施設・設備の利便性を図る。
	5．　ハイブリッド型授業のシステム対応を充実させる。
	①学習環境（在学生人数、学年数、授業方法に即した講義室、体育室）を整備する。
	また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、新型コロナウイルス感染症対策会議の指示と連携し必要な物品を整備する。
	③バリアフリーの観点から、構内施設・設備の問題点を抽出し改善策を提示する。
	①学習環境（在校生人数、学年数、授業方法に即した講義室、体育室）を維持・管理・点検し、改善すべき事項が発生した場合、整備する。
	また、設置してある感染症対策物品について、適切な維持・管理・点検を行う。
	③バリアフリーの観点から、構内施設・設備の適切な維持・管理・点検を行い、問題点を抽出し、改善策を提示する。
	①学習環境について、以下の点検・整備等を行い、改善すべき事項はなく、達成できている。
	・令和３年６月９日（水）の消防査察により、指導があった３号館３階体育室の避難器具について、更新を行い、使用方法等の講習や、その様子を動画でオンライン配信を行った。これにより、非常時の体制を整備し、安全性が高まった。（別添１）
	・令和３年１２月２７日付け事務連絡にて、文部科学省から通知のあった「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業の公募について」に基づき、「一宮研伸大学看護学部におけるウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」を計画し、申請した。文部科学省に選定された場合、令和３年度中に整備を完了する計画（予定）であり、教育効果が高まる。（別添２）
	・感染症対策物品の配置等から、学内でのクラスターが発生していないことから、対策できている。（別添３）
	③バリアフリーの観点から、構内施設・設備の速やかに解決すべき問題点はなく達成できている。（別添４）
	①学習環境は整備できているため、今後も維持できるよう日常点検時の確認を継続する。
	防災管理委員会（新型コロナ対策会議）や関係する部門と連携し、感染症物品が途切れることがないよう、日常点検時の確認を継続する。
	③バリアフリーの観点から、構内施設・整備は現状達成しているため、今後も維持できるよう日常点検時の確認を継続する。

	基準2-5-2図書委員会部署別報告書(下平)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）図書委員会　U自己点検・評価報告書
	２． 図書館の学修環境、蔵書、システム、運用・管理を実施する。
	１）看護系の図書館として資料の充実を図る。
	カリキュラムの変更や、より高度な看護職の専門性に対応した書籍及び電子リソースを優先的に揃える。
	２）学修・教育・研究支援を行う。
	自宅や学外で利用できる電子サービスの契約やリモート学習に資する情報提供を行う。
	機関リポジトリへの登録件数を増やす。
	3）利用しやすい環境を整備するとともに、感染症予防等の安全体制への対応を図る。
	四年制大学完成までの記録を整理・分析し、今後のサービス展開を検討する。
	４）図書館業務の効率化について継続する。
	Webツールを活用し、図書館員及び委員会内の情報共有・業務の効率化を進める。
	５）図書館員の技術・能力の向上を図るため、年に1回は講習会等への参加をする。
	６）将来の地域連携に向けた条件等の検討をする。
	1）予算に基づき、コロナ対策・リモート授業等の支援となる資料を20％ほど選定した。
	2）-①前期4～5月にかけて、教養ゼミナ-ル内で文献探索関連の講座を15回行った。後期には、学生対象の文献探索講習会を開催し、内容・時期の見直しを行う。
	2）-②機関リポジトリの登録について、教職員会議等による募集および紹介を推進する。2021年度末に刊行を予定している一宮研伸大学紀要の投稿論文収載を行う。
	3）-①新図書館5年間（2017～2021年）を記録にまとめ、今後のサ-ビス展開を検討した。
	3）-②未登録の報告書・年報類50点の所蔵登録および書架への配置を行った。
	3）-③図書館システムの更新（クラウド化）、貸出用PC10台の更改を行った。
	3）-④2020年度に引き続き、図書館内・備品の消毒や座席数を減らす等、感染症予防対策を継続実施した。
	4）-①マニュアルの修正を継続、実施した。
	4）-②図書館システム更新（クラウド化）により、教員の学外からの研究図書購入依頼を可能とすることによって、事務手続きの効率化を行った。
	5）-より専門的な医学情報分野の図書館関連資格（ヘルスサイエンス情報専門員（初級）等）の取得を目指し、オンライン開催の講習会に参加した。
	6）看護地域創成研修センターの利用者、コロナ収束後の学外利用者に向けたサ-ビスについて、検討を行った。
	１）4月から12月の間、メール、募集用紙による図書等のリクエストを受け付け、学生希望の35点、教員希望の21点を含む167点（2021年12月現在）を購入した。うち、看護・医学分野に関連した専門書籍は61冊であった。（資料1）
	２）新型コロナウイルス感染症対応として、看護系動画配信サービス「ビジュランクラウド」の契約を継続した。同サービスは、合計990時間、ログイン回数3,123回利用されている。（2021年12月現在）
	データベースの利用は、医中誌Webが、学内からのアクセス1,726回で前年比107％（緊急事態宣言対応によるリモートアクセス343回を合わせる）、最新看護索引Webが302回（リモートアクセスを含む）で前年比117%となっている。メディカルオンラインは1,927回で前年比68%、CINAHL Plus （MEDLINE含む）は、446回で前値比121%であった。（資料2）
	３）来館/利用について、来館者（4月～12月）は前年度比95%の6,683人であった。新型コロナウイルス発生後に入学した、4期生、5期生の利用や問い合わせが少ないため、今後は自宅学習をサポートする取り組み－オンデマンド講習会やサイトの更新など、図書館からアピールをしていく。 （資料3）
	５）図書館関連資格を取得し、文献検索や研究のサポートに貢献した。オンラインでの受講により、2名共に短時間で講習を受けることができた。(2月に著作権の講習受講を予定)教職員会議では毎月活動やイベントのお知らせ等積極的な情報発信を行った。
	６）11月より、卒業生の利用を再開した。昨年度より学外者の来館利用を停止していることもあり、地域との連携が検討できていない状態である。今後については感染症の動向を見ながら検討を進めたい。
	2） 4月から医中誌Web、メディカルオンライン並びにNursing & Allied Health Premiumとデータベースのサービスが拡大する予定である。学外からのデータベースアクセスが容易となることや、海外文献の全文閲覧可能数が増えるといった情報を利用者にアナウンスし、非来館型の図書館サービスの向上を図る。
	５）特に教員に対し著作物の適切な利用のため図書館職員間で共有し、案内に努める。

	基準2-5-4学務課学生係部署別報告書(大脇)20220128(a)
	基準2-6学生委員会部署別報告書(小倉)20220128(a)
	基準2-6学務課部署別報告書(大脇)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）学務課学生係U　自己点検・評価報告書
	1． 学生の意見や要望を集約し、改善策を担当部署と共に講じ、学生及び教職員にフィードバックする。
	１）「意見箱」への投書については、担当部署と協力し、投書から原則として1週間以内の掲示での回答を継続していく。
	１）意見箱には、11件の意見があり、主な内容は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に伴うゼミ室及び図書館の開設時間延長３件、実習室開放１件、体育室開放1件、授業改善１件、国試対策として土曜日の図書館開放２件、トイレのハンドソープの改善（質の向上）１件、モラルのある頭髪の統一及びユニフォーム着用のまま学外への移動に対する注意要請１件及び対面授業縮小による授業料返却の要望１件があり、その都度執行部が改善案を作成し、全学生に対して掲示又は口頭にて回答した。
	1）「意見箱」へのフィードバック内容について、数件１週間以内に回答できなかった。
	1）１週間以内に回答できるように、努める。

	基準3-1-1,2学務課教務係部署別報告書(大脇)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）学務課教務係U　自己点検・評価報告書
	1.ディプロマ・ポリシーを学生に継続的に周知する機会を設ける。
	2.ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準を整備し、単位認定、卒業・修了認定の厳正な運用を図る。
	１） 教務委員会と協働し、教務ガイダンス時に学修ガイダンスを用いて、ディプロマ・ポリシーについて再度周知する機会を計画する。
	２） 単位認定を厳格にするため、授業回数（公欠の扱い）の取扱い及び定期試験等の取り扱いについて、規定等を改正する。
	３） 個人ごとに試験結果の合否照会について、Web化する新しい教務システムの導入を目指す。
	４） 教務委員会と協働し、シラバスに具体的な評価方法を明記する。
	１） 成績評価及び試験結果をまとめたフローを改正し、再々試験の取扱いを厳格にした。また、新任教員を含む教員全員に対して周知した。
	２） 教務委員会と協働し、教務ガイダンス時に、定期試験等の取り扱いについて周知をした。
	３） 単位認定を厳格にするため、授業回数（公欠の扱い）の取扱いについて、履修規程を改正した。
	４） 各科目担当者へ、シラバスに具体的な評価方法の明記の依頼及び、教務委員会と協働し、シラバスの点検を行った。
	５） カリキュラム検討プロジェクトと協働し、次年度シラバスから記載する新カリキュラムのディプロマ・ポリシーを検討した。
	６） 教務委員会と協働し、定期試験等の取り扱いについて、教務ガイダンス時に学生へ周知した。
	７） 学生がポータルサイトから試験結果を照会できるよう、ポータルを新しいシステムで運用できるよう準備した。
	１） 学生へ定期試験等の取り扱いについて、周知を実施したことから、定期試験を受験せずに単位を修得できない学生が減少した。但し、再試験手続きを行わない学生が増加した。
	２） 一部、欠席時の手続きを理解していない学生がいたため、周知方法の再検討が必要である。
	３） ポータルサイトの移行に伴い、試験結果掲示のミス誘発を防ぐことができている。
	４） シラバス作成要領及びチェックリストを作成し、シラバスの具体的な記載改善につながった。
	１） 前期ガイダンスに、新たに履修関係規程及び新教務システムについての説明の時間を設ける。ポータルサイトから合否結果を確認する方法を周知し、確認・手続き漏れがないよう改善する。
	２） １年生の前期定期試験の直前に改めてガイダンスの時間を設け、定期試験から成績確定までの流れや注意事項について、周知徹底を行い、試験に関するトラブルを回避する。

	基準3-1教務委員会部署別報告書(野村)20220128(a)
	1. ディプロマ・ポリシーについて、学生に周知する機会として、前期ガイダンス（全学年実施）、後期ガイダンス（1～3年次実施）時に、教務学生部長が説明した。
	1. 　2022年度から、教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを変更する。学生には各ガイダンスにて説明し周知をはかる。また教職員にも周知をはかる機会を設ける。
	2. ディプロマ・ポリシーを踏まえた学修成果の認定基準について、次年度も4年次学生を対象とした調査を実施し検証する。

	基準3-2-1,2,3,4学務課教務係部署別報告書(大脇)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）学務課教務係U　自己点検・評価報告書
	１.カリキュラム・ポリシーを学生に継続的に周知する機会を設ける。
	2.カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の運用について教職員で検証し更なる充実を図る。
	3.教養科目群の授業科目により、論理的思考力を育成する教授方法を工夫・開発し実施する。
	4.少人数グループ教育、シミュレーション学習について教授方法を工夫・開発し実施する。
	１）コロナ感染症拡大の中、感染予防を考慮した学修環境の提供に努める。
	２）カリキュラム検討プロジェクトと協働し、2022年度以降の入学生に適用する新しい教育課程を作成し、文部科学省へ申請する。
	１）講義科目においては、１年生はきわみホール（大ホール）を利用して対面授業で実施した。
	なお、２年以上の学生は、サテライト方式でZoomを利用して実施した。
	また、学生の学習環境保持の観点から演習・実習については、集密を避けた対面授業とWeb授業との併用授業とした。
	２）カリキュラム検討プロジェクトと協働し、現行の教育課程について情報収集及び検討を行い、新教育課程を作成し、文部科学省へ申請した。
	３）カリキュラム検討プロジェクトと協働し、次年度入学生から適用するカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーを検討し、策定した。
	４）専門基礎科目の教員から提供された学修到達状況の情報を教務委員会で共有し、教務委員会と協働して補習と学修支援を計画・実施した。
	1)学内での感染を招くことなく、授業を実施できた。
	2)昨年度のEdmodoを用いたオンデマンド型授業から、今年度はZoomを用いたサテライト方式または同時双方向型授業に切り替えたことから、学生が一斉に授業に参加できるようになった。
	ただし、サテライト方式の場合、ホスト教室でない教室の管理やトラブル対応が行き届かないため、双方の教室に教員を配置する等の改善が必要である。
	3)専門基礎科目の教員による補習授業への出席者は多かったが、自己学修支援については出席者がほぼいない状態であった。学生の出席を促す方策の検討が必要である。
	1)学修に問題をかかえる学生が多いことから、初年次のオリエンテーションにてカリキュラム・ポリシーと教育課程の関係について、わかりやすく説明する。
	2)解剖→病態→看護などの科目間のつながりについて具体例を挙げ、初年次の学修が看護学につながり、科目横断的に学修がひろがっていく期待感を想起させる。
	例えば、１年生前期ガイダンスにおいて、将来的に学ぶバイタルサインの測定(基礎看護学Ⅳ)を例にあげ、測定に必要な血管(解剖生理学Ⅰ)の知識、測定値の異常から推測される疾患(病態治療学Ⅰ・Ⅱ)などのつながりを単純化して伝える等教務委員会と協働して、工夫する。
	3)成績低迷者への自己学修支援については、学生の主体的な学修意欲を高めるため、教務委員会と協働し、具体的な自己学修計画の作成と提出を求める。

	基準3-2-5実習委員会部署別報告書(増永)20220128(a)
	基準3-3-3,4FD・SD委員会部署別報告書(伊東)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）FD・SD委員会U　自己点検・評価報告書
	3．　学修成果の点検・評価、改善策について、学生及び教職員にフィードバックする。
	４.   学修成果の点検・評価の結果について、学外に公開する方法を整備する。
	3．　授業評価アンケートを行い、結果を担当教員及び学生にフィードバックする。
	４.  授業評価アンケートの結果の公開方法を検討する。
	3. 学修成果の点検・評価、改善策について、学生及び教職員にフィードバックする。
	a. 授業評価アンケートを行い、その結果を担当教員にフィードバックし、その結果についての報告を求めることで、講義内容の点検・評価・改善を促す。
	b. 授業評価アンケートの評価について各セメスターにおける経年変化を観察し、評価を行う。
	４. 授業評価アンケートを行い、その結果を教職員及び学生に周知する。
	授業評価アンケートの結果を学内外からアクセス可能な図書館で公開する。
	3. 学修成果の点検・評価、改善策について、学生及び教職員にフィードバックする。
	a. 授業評価アンケートを行い、その結果を担当教員にフィードバックし、その結果についての報告を求めることで、講義内容の点検・評価・改善を促す。
	授業評価アンケートを行い、その結果を担当教員に送り、結果についてのコメントの報告を求めた。学生による講義への評価を教員にフィードバックしたことで、講義内容及び講義方法の改善点が講義担当者に明白となり、現在の講義の点検に繋がった。評価結果についてのコメントを求めたことで、評価の低い項目についての改善を促した。
	今年度後期より、アンケートの集計にかかるコスト削減を目的に従来紙面で行っていた授業評価アンケートをGoogle formで行った。その結果、紙面で行った場合と比較して、アンケートの回収率の低下が見込まれる。アンケートの回収率を上げる取り組みが必要だと思われる。
	b. 授業評価アンケートの評価について各セメスターにおける経年変化を観察し、評価を行う。
	授業評価アンケートの各項目の平均値について経年変化を分析した（資料1）。新型コロナウイルスが蔓延しだした2019年後期から、2020年前期にほぼすべての項目において評価が低下していた。大半の講義がオンラインで開催され、教員学生ともにオンラインでの講義に十分対応できていなかったからだと考えられる。2020年後期の評価では、新型コロナウイルスの蔓延前まで評価が戻っていた。一部講義はオンラインのままであったが、1年制を中心に対面の講義が行われたこと、学生教職員ともにオンラインの講義に慣れてきたことなどが...
	４. 授業評価アンケートを行い、その結果を教職員及び学生に周知する。
	従来、学生からもアクセス可能な事務局に授業評価アンケートの結果に講義担当者のコメントを添えた資料を設置し、公開していたが、新型コロナウイルスの蔓延防止のため、事務局内への学生の立ち入りができない状況になっていた。そのため、現状学生が立ち入ることのできる図書館に資料を設置し、公開することとした。図書館では現在、学外者の利用を制限しているが、今後感染状況が落ち着けば、学外者もアクセス可能な場所で評価結果を公開することとした。
	現状の授業評価アンケートの内容は、学生の講義への関心、満足度などがわかり、講義担当者が自身の講義の改善に役立つデザインになっていると考えられる。昨年度、アンケート内容の変更が提案されたが、変更せずに現状のアンケートを行っていくことで、講義の点検、改善に繋がると考えられる。
	今年度後期より、オンラインでのアンケートを実施しているが、アンケート回収率の低下が見込まれるので、講義中でのアンケート時間の確保について周知する。
	授業評価アンケートの推移から、2020年度前期の評価が低く、その後評価が回復していった。オンラインの講義が多い期間の評価が低く、対面講義を増やしていった期間で評価の回復が見られた。感染拡大の防止のため、やむを得ない場合があるが、なるべく対面での講義を開催することが、学生の満足につながると考えられる。

	基準3-3-4実習委員会部署別報告書(増永)20220128(a)
	基準3-3-5カリキュラム検討プロジェクト部署別報告書(榊原)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）カリキュラム検討プロジェクト
	自己点検・評価報告書
	5.　学士課程の4年間の実績を踏まえ、次の教育課程の評価・修正をする。
	２．　新教育課程の導入に伴い、本学の教育理念、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーについて見直し、改訂した（資料1　理念および３Pの見直し）。
	３．　今年度より導入した100分授業について、導入後の状況を経過観察した。
	１．学士教育の4年間の実績を踏まえ、また厚生労働省の新看護教育指導ガイドラインにも適合する、新しい教育課程を完成させた。来年度（2022年度）より導入となる。
	２．本学の教育理念、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーについて見直し、新教育課程の導入に伴って改訂できた。
	３．100分授業導入も大きな混乱なく導入が進んだ。時間割作成において余裕が生じた。
	４．カリキュラムマップなどの作成作業が残った。
	１．カリキュラム検討プロジェクトの役割は終了したので、今年度をもって解散する。
	２．カリキュラムマップの作製など残った課題は、教務委員会など関連委員会で引き継いでいく。
	３．新教育課程の進捗状況を教務委員会で経過観察していく。

	基準4-2-2FD・SD委員会部署別報告書(伊東)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）FD・SD委員会U　自己点検・評価報告書
	2.　 教育・研究・大学運営能力向上に資する研修を企画実施する。
	教員の能力開発のために、カリキュラム改正を踏まえた教育実践について情報を共有し学びあう研修会を実施する。
	1） 研修会（8月4日）：「姫路獨協大学（基礎看護学）における学内実習の工夫」
	2） 研修会（3月10日）：「インストラクショナルデザインの医療者向け教育プログラム GOLDメソッド」
	3） FDフォーラム「大学教育の『場』を問い直す」2022年2月19日（土）・20日（日）・26日（土）・27日（日）オンライン（Zoom）開催
	4）大学教育改革フォーラムin東海2022年3月5日（土）オンライン開催
	上記1）2）の研修会を開催するとともに、3）4）のフォーラムへの参加を推奨する。
	以下1）から2）の研修会を開催した（資料1）。
	1） FD研修会「姫路獨協大学（基礎看護学）における学内実習の工夫」の参加者：32名（教員23名、職員9名）
	2） FD研修会「インストラクショナルデザインの医療者向け教育プログラム GOLDメソッド」
	新型コロナウイルス感染症予防の観点からオンライン開催とした研修会1）2）は録画し、当日欠席した教職員が視聴できるようにした。しかし、参加者の大幅な増加には至らなかったため、実施方法に加えて、FD研修会の意義を再度、周知するとともに積極的な参加につながるようなテーマの設定が必要である。
	研修会終了後のアンケート結果では、教材の検討と作成や効果的な教育方法を用いた実習方法の検討等、学生の学びを深める主体的な学修を今後も考えていきたいといった感想が見られた（資料2）。
	第27回FDフォーラム「大学教育の『場』を問い直す」2022年2月19日（土）・20日（日）・26日（土）・27日（日）オンライン開催及び大学教育改革フォーラムin東海2022年3月5日（土）オンライン開催を教授会でアナウンスした後、メールで詳細を配信し参加を促した。これらの参加者数を把握するシステムを構築していく必要がある。
	1）教職員の具体的な実践を可能とする研修内容とするために、参加を希望する研修会（内容）について、事前に調査した上で年間3回以上実施する。
	２）学外で開催されているFD研修会等に参加する場合は参加費を補助し、概要の報告を求める。

	基準4-2学術研究倫理委員会部署別報告書(大谷)20220128(a)　
	U２０２１年度U　（U部署名）学術研究倫理委員会　U自己点検・評価報告書
	２．教育・研究・大学運営能力向上に資する研修を企画実施する。
	１．教職員の研究倫理の意識向上を目指し、研究倫理に関する研修会を実施する。
	１．研究倫理研修会のテーマと講師について、本学の倫理審査状況を踏まえ、人を対象とする研究、特に臨床を研究のフィールドとし、患者、看護職等を研究の対象とすることが多いことから、今年度は「臨床倫理コンサルテーションと看護」をテーマに愛知医科大学看護学部・深谷基裕先生による講義を企画し、実施した。
	２．研修会開催日時・方法については、多くの領域での実習が終了している日程を設定するとともに、当日出席ができない教職員に対し、後日研修内容を視聴できるよう、講師の了承を得て、研修を録画し、オンデマンド化した。また、新型コロナ状況を踏まえ、Zoomによる開催とした。
	【研究倫理研修会概要】
	・開催日時：2022年1月26日（水）13：30～15：00
	・研修テーマ：『臨床倫理コンサルテーションと看護』
	・講師：深谷 基裕先生（愛知医科大学看護学部・准教授、小児看護専門看護師）
	・実施方法：Zoomによるオンライン研修会およびオンデマンド配信
	１．研修会当日、計34名（教員28名、職員6名）の参加があった。研修会終了後、欠席者に対するオンデマンド配信を実施した。
	なお、現在、本研修会のアンケート実施中である（回答期限2022年2月4日）。
	専任教員の当日参加率は88.0％（32名（休職者1名含む）中28名の参加）であった。この結果は、教職員が参加しやすい日時を設定したこと、本研修会開催日時等の周知が適切に行われたため、他の会議等との時間の重複がなかったこと、Zoomによる開催としたことが効果的であったといえる。次年度も引き続き、教職員が参加しやすい開催日時・方法を検討し、企画・実施すること、教職員への適切な周知を図る。
	１．研究者として倫理に基づき研究を遂行する能力を向上するために、以下の通り、研究倫理に関する学習する機会を提供する。
	①本学の倫理審査状況とともに、教職員のニーズに応じて研修会を企画・実施する。研修会の企画にあたっては、多忙な中で多くの教職員が参加できるよう日程の調整、今年度のようにZoomによる講義やオンデマンド配信などの方法を検討し、企画・実施する。
	②学内での研究倫理に関する研修会の開催とともに、教職員に学外での研究倫理に関する研修会の情報を提供する。

	基準4-2研究推進委員会部署別報告書(田辺)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）研究推進委員会　U自己点検・評価報告書
	2.  教育・研究・大学運営能力向上に資する研修を企画実施する。
	1．個々の教員の教育・研究指導能力向上に資する研修を企画する。
	1．FD・SD委員会や学術研究倫理委員会と連携し、以下のことを検討する。
	1教員の研究能力向上に資する研修会の開催。
	1学生への卒業（課題）論文作成指導の状況を評価するための仕組み（ピアレビュー）の導入
	1研究倫理に関するeラーニングの開発と実践
	1-1　学術研究倫理委員会と連携し、1月26日に臨床倫理に関する研修会を実施した。
	1-1に関しても、学術研究倫理委員会と連携し、新カリキュラム実施までに評価システムを構築する。
	1-1、FD・SD委員会や学術研究倫理委員会とともに、年1回は研究倫理に関するeラーニングを受講することができるようなプログラムを立案していく。
	これらの取り組みは始まったばかりであり、新カリキュラム実施までに、研修内容を検討し、企画案を出していくことが必要である。
	目標を達成するような研修を企画し、実施するために、教員個々人の研究へのかかわり方、研究を推進するにあたり、どのようなことを求めているのか、情報収集をする。これらの情報をFD・SD委員会や学術研究倫理委員会と共有し、教員のニーズに対応する研修を企画する。

	基準4-3-1FD・SD委員会部署別報告書(伊東)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）FD・SD委員会U　自己点検・評価報告書
	1． 常勤職員の外部研修参加を奨励し、参加後学びの共有化を図る
	1） 外部講師による学内研修会を実施する
	2） 常勤職員の外部研修参加を１件以上調整し、参加後報告会を実施する
	1）外部講師による学内研修会を計画
	a. テーマ「大学における事務組織とは」
	講　　師　小林嗣明　氏（椙山女学園大学事務局長）
	対　　象　事務職員及び教員
	日　　時　令和4年２月または３月
	b. テーマ「2021年度改正カリキュラムを考える学習会①100分授業導入の工夫」
	対　  象　事務職員及び教員
	日　  時　令和3年8月20日
	2）外部研修プログラムを選定し、職員の参加を勧奨する。
	研修結果を教職員会議で報告し、共有する。
	1）a. 外部講師による学内研修会を１件予定している。
	b. 学内者開催ではあったが、年2回の研修会開催が計画できた（資料１）。参加者は26名。
	グループディスカッションを行ったため、感染対策を徹底した上、対面での開催とした。領域を越えた意見交換が建設的に行われたが、100分授業導入までに十分な意見交換が行われていたこ
	とから、新たなテーマへの移行を望む声があった。他領域の講義の共有、共通する講義（看護過程等）のディスカッションを行う等、グループディスカッションで抽出された意見のFDへの活用を望む声もあった（資料２）。
	2）事務局各部署にて、外部研修プログラムを選定し職員が参加をした。参加実績は総務課0件、学務課2件、図書館2件の計4件であり、参加形態の内訳は対面0件、オンライン4件であった（資料3）。各部署が研修への参加はしているが、昨年度からの改善点として、FD・SD委員会が事前に計画を把握できておらず、報告・共有が果たせていない。
	1）今後も年に2回のFD研修会を実施し、案内を配信し参加を促す。
	2）委員会業務の引継ぎ時に研修報告の件も申し送りを行う。各部署の研修予定の把握と、FD・SD委員から報告発表依頼を行う。

	基準4-4-3 学術研究倫理委員会部署別報告書(大谷)20220128(a)
	U２０２１年度U（U部署名）学術・研究倫理委員会　U自己点検・評価報告書
	3.    研究の促進をはかる支援を実施する。
	１．適切な運営のために、当委員会規程の見直しを行い、教職員に周知する。
	２．昨年度整備した研究倫理審査申請システムの見直しを行い、倫理審査申請の充実を図る。
	1－1）「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する 倫理指針」制定に伴い、５月より当委員会規程の見直しを実施した。現行の規程は、倫理審査にあたり、大幅な修正が必要であること、修正に伴い、申請書類等の修正・追加も必要であるため、委員会で確認をしながら、改定案を作成した。
	なお、2022年2月、「一宮研伸大学看護学部研究等における人権擁護・倫理委員会規程・改定案」を教授会に諮る予定である。
	1－2）上記1）について、教授会・理事会の承認を得たうえで、教職員に周知する。
	2－1）2022年度中の教授会・理事会の承認、教職員への周知を目指し、現在、倫理審査申請書類の提出から審査方法等のフローチャート（案）を作成し、委員会内で検討を実施している。
	2－2）倫理審査申請書類の記載内容の重複や倫理審査に係る必要書類の不足による倫理審査申請の煩雑化、迅速審査や多機関共同研究における申請の手順の明確化の必要性など、倫理審査にあたっての課題を確認し、倫理審査方式の見直しを実施している。
	また、教職員が倫理審査申請に係るフローチャート、倫理審査申請書類等を閲覧、入手しやすくするために、本学ホームページに倫理委員会のページを作成する予算を広報委員会の協力のもと2022年度予算（案）として申請した。
	2－3）2022年度中の教授会・理事会の承認、教職員への周知を目指し、倫理審査申請書の修正、研究計画書フォーマットの作成、研究対象への説明書、同意書等のフォーマットの作成、倫理審査申請書類等の提出チェックリストの修正など、倫理審査申請書の見直しを実施している。
	2－4）既に研究終了予定期間が過ぎている研究計画について、研究経過報告書の提出が行われていないものがあったため、教授会、教員会議で教職員に提出を呼び掛けた。
	１．１）２）倫理審査申請に際し、教職員等にわかりやすく、運用しやすい規程とするため、規程の文言の修正・加筆、倫理審査申請に係る書類の追加・修正、倫理審査申請書類の提出から審査方法等のフローチャート（案）の作業に時間を要した。本作業を確実に実施することは、倫理審査申請の手順のわかりやすさにつながり、倫理審査申請へのハードルが低くなると考える。
	２．１）２）３）2021年度倫理審査申請件数は2022年1月28日現在、9件であった（資料1）。今年度は倫理審査承認件数が1件であり、2021年度より少ない現状にある。昨年度、倫理審査申請のオンライン化によるペーパーレス化を図ったが、倫理審査申請に係る提出書類の重複・煩雑化およびフォーマットの不足、研究における倫理に対する理解の不十分さが考えられる。そのため、引き続き、倫理審査申請書類の見直し、倫理審査申請の手順の明確化を継続するとともに、FD・SD委員会および研究推進委員会と協働し、教員の研究促...
	４）今年度本学に在職している教職員による研究経過報告書は2022年1月28日現在、3件提出された（資料1）。今後も、研究経過報告書の提出について、教職員の意識を高めるため、適宜周知することが必要である。
	１．教授会・教職員会議での教職員に対する本委員会規程の周知を実施するとともに、ホームページに規程を掲載し、適宜閲覧できるようにする。
	２．・わかりやすく、活用しやすい倫理審査申請に係る書類の作成、倫理審査申請の手順等の見直しを実施する。
	・教授会・教職員会議での倫理審査申請書類・倫理審査申請手順等の周知を実施するとともに、ホームページに倫理審査申請書類・倫理審査申請手順等を掲載し、適宜閲覧できるようにする。
	・ホームページから必要書類にアクセスできるようにする。
	・研究経過報告書の提出について、年度初め、中間、年度末に周知する。
	・FD・SD委員会および研究推進委員会と協働し、倫理的視点に則った研究計画の作成、倫理審査申請に係る書類の作成のあり方についての研修会を開催する。

	基準4-4-3FD・SD委員会部署別報告書(伊東)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）FD・SD委員会U　自己点検・評価報告書
	3.    研究の促進をはかる支援を実施する。
	１）FDにおける支援として、科学研究費獲得申請書の書き方、科学研究費不正使用について等年1回の研修会を実施する。
	1）FDにおける支援として、科学研究費獲得申請書の書き方と科学研究費不正使用について、本学の科学研究費を獲得している教員に依頼して科学研究助成金獲得のポイントや科学研究費獲得の経緯について講義をしてもらうとともに、事務担当の職員から研究費の不正対策に関する研修を1回実施した。
	研究支援に関するプログラムの実施
	・日程：2021年7月21日（水）13時30分～14時30分
	・場所：本学4号館　第４講義室
	・出席者：教職員　25名
	・講師：本学　加藤千明准教授　　加藤大総務課長補佐
	科学研究費を獲得した経験についての講義は、研究の着想や研究課題が独創的で興味を引く内容となっており、アンケート結果（資料1）から参加者の研究意欲や科学研究費応募への意欲を刺激するものとなっていることがわかる。また、申請手続きや不正対策についての説明も、具体例の提示があってわかりやすいと評価が高い。ただ、科学研究費を獲得した経験のある教員が限られるため、新たなプログラムを検討する必要がある。
	科学研究費応募者数や科学研究費採択率アップにつながるよう、引き続き、科学研究費を獲得した経験のある教員の講義を計画する。教員が取り組んだ研究の報告や関心がある研究課題の紹介等、研究を促進するための新たなプログラムを作成する。
	来年度より研究推進委員会が担当する予定であるため、引継ぎを行う。

	基準4-4-3研究推進委員会部署別報告書(田辺)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）研究推進委員会　U自己点検・評価報告書
	3.  研究の促進をはかる支援を実施する。
	1．科研費申請者の支援を行い、科研費申請者の応募を増やす。
	2．研究論文投稿のための支援を行う。
	3．継続的な研究支援システム構築への準備をする。
	１.科研申請者増加に向けて、科研費申請の相談窓口となること、希望があれば支援することを6月の教授会、7月のFD・SD委員会の科研費申請に関する研修会にて告知した。その結果、現在２名の教員の申請に対して関わり、助言等支援している。
	2．論文作成や論文投稿に必要な研修会等を企画し、運営する。科研申請終了後に、統計手法についての勉強会を企画する（新型コロナウイルス感染症の流行に配慮して、教室だけでなく研究室等からもオンラインで視聴可能なものとする）。
	3． 研究推進委員会メンバーのほかに有志を募り、研究支援チームを作る準備を行う。
	1について、今年度の科研申請者割合は29.0％（申請対象教員29名のうち、申請者9名）で、昨年よりわずかに減少していた。採択に関しては、審査結果通知は令和4年2月下旬になるため、採択率（前年度10％、1/10）に関して、今回は不明である。今後、申請者の増加とそれに伴う採択率の増加を目指す｛資料1｝。
	2について、実施できていない。
	1については、教授会等で対象者人数や申請の割合、取得した教員名を開示する。また、具体的な目標値を掲げ（申請率50％、採択率50％）、教員全体の意識の向上を図る。
	2については、3の有志とともに研究支援計画を作成し、各教員に周知する。
	3については、学部運営協議会や教授会を通して有志を募り、有志内で研究支援内容を検討することから始める。


	基準5-1-2コロナ感染症対策委員会部署別報告書(学長)20220128(a)
	2021(令和3)年度 自己点検・自己評価報告書：委員会・部署活動成果報告(根拠資料なし・教職員閲覧用)
	基準5-1-2ハラスメント防止委員会部署別報告書(松川)20220128(a)
	基準5-1-3労働安全衛生委員会部署別報告書(村上)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）労働安全衛生委員会　U自己点検・評価報告書
	3.　　学生及び教職員個人の人権が尊重され、健康で安全に学修・労働できる教育研究環境について、マニュアルにまとめ継続的に実施する。
	①大学で働く教職員の安全と健康の確保だけでなく、そこで学修する学生も対象に快適な職場環境、学修環境の形成を目指すために労働安全衛生委員会で取り扱う。
	②教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の改善を図る。
	③安全衛生に必要と認められる対策を講じていく。
	①労働安全衛生委員会の審議内容に学生に関する安全衛生の諸問題を追加し、委員会で議論し対策を進めている。
	②精神的健康の保持増進を図るためのストレスチェックを実施している。
	③新型コロナウイルス感染症拡大の中でも、医療機関との相談を進め、教職員の健康診断受診を忌憚なく進めている。
	① 精神的健康の保持増進を図るための対象者５１名にストレスチェックを実施し、高ストレス者に該当した者については希望者に医師面接指導を行った。
	② 教職員の健康診断受診をとりまとめ行い、提携病院である総合大雄会病院で実施した。また、40歳以上の対象者については私学共済に随時健診結果の報告を行った。
	③　学生に関する安全衛生の諸問題を追加し、健康管理や安全に学修できる教育環境を構築した。
	① 引き続き学生の安全衛生の諸問題を追加し、学生委員会や学校看護師と連携しながら対策を進める。
	② 精神的健康の保持増進を図るためのストレスチェックを実施する。
	③ 教職員の健康診断受診を忌憚なく進めていく。

	基準5-4総務課会計係部署別報告書(加藤)20220128(a)
	基準5-5総務課会計係部署別報告書(加藤)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）総務課会計係　U自己点検・評価報告書
	1. 学校法人会計基準、経理規程等に基づき適切に会計処理を行う。
	2. 監事監査の適切な執行、理事者、監事、監査法人との三様による意見交換等により適切な監 査体制を実施する。
	② 監事監査は、令和3年5月27日の理事会前に行われ、事業年度の理事の業務執行や財産の状況、事業計画の進捗、入学生と在学生の在籍状況、その他の運営教学事項等について監査した。また、令和3年12月頃には理事長、監事、監査法人、法人事務局長を含む三様監査を実施する予定であり、大学の教学運営の進捗状況の伝達や監査法人による監査状況報告等を行う予定である。

	基準A看護地域創成研修センター部署別報告書(鈴江)20220128(a)
	基準B広報委員会（HP管理）部署別報告書(伊東)20220128(a)
	U２０２１年度U　（U部署名）広報委員会（HP管理）U　自己点検・評価報告書
	1． 本学の教育、研究、運営に関わる情報を公開し、使命の達成概要を学生・保護者及び関連機関に向けて発信する。
	1. 学校教育法施行規則 第１６５条の２に基づく大学の方針が公表されているか評価する
	2. 学校教育法施行規則 第１７２条の２に基づいて教育研究活動等の状況についての情報が公表されているか評価する
	3. 学校教育法施行規則第１７２条の２第２項に基づいて教育課程を通じて修得が期待される知識・能力体系についての情報が公表されているか評価する
	1. 学校教育法施行規則 第１６５条の２　の大学の方針が公表されているか評価する
	(1)卒業の認定に関する方針
	(2)教育課程の編成及び実施に関する方針
	(3)入学者の受入れに関する方針
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